
日
本
の
理
蕃
政
策
と
台
湾
原
住
民

戦
時
期
を
中
1L1 

は
じ
め
に

本
稿
は
、
日
本
植
民
地
時
代
の
台
湾
に
お
ける
理
蕃
政
策

、

す
な
わ
ち
原
住

民
政
策
（
当
時

、

原
住
民
は
「
高
砂
族
」
、「蕃
人
」
、
ま
た
は
「
生
蕃
」
・
「
熟
蕃
」

な
ど
と
称
さ
れ
て
い
た
）
に
焦
点
を
絞
り
、

お
よ
び
限
界

そ
の
実
態
、
特
色
、

と
意
義
を
考
察
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
の
際

さ
ら
に

一
歩
進
め
て
、
理
蕃
政

策
に
原
住
民
が
い
か
に
反
応
し
た
の
か
に
も
論
を
進
める
。
そ
う
す
れ
ば
、
原

住
民
、

か
ら
見
た
理
蕃
政
策
を
浮
か

い
わ
ば
「
高
砂
族
」
（
以
下
、
高
砂
族
）

び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
視
点
か
ら
立
体
的
に

考
察
を
深
め
た
い
。
ま
た
、
時
期
的
に
は
、
戦
時
期

（
一
九
三
七
1

四
五
年
）

を
中
心
と
す
る
が

一
九
二
0
年
代
か
ら
三
一
年
「
満
洲
」

事
変
を
経
て
三
七

年
慮
溝
橋
事
件
に
至
る
期
間
も
視
野
に
入
れ
る
。
三
O
年
の
霧
社
事
件
と
の
関

連
な
ど
か
ら
台
湾
中
部
原
住
民
に
関
す
る
研
究
が
進
ん
で
い
る
の
に
対
し
、
本

菊

池

隆

稿
で
は
、
不
明
点
の
多
い
台
湾
北
部
原
住
民
を
重
視
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ

を
除
外
し
て
近
現
代
史
に
お
け
る
台
湾
原
住
民
研
究
は
完
成
できな
い
と
考
え

る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
原
住
民
研
究
は
民
族
学
、
人
類
学
な
ど
の
視
点
か
ら

の
ア
プ
ロ
ー

チ
や
ル
ポ
ル
タ
ー

ジ
ュ
が
多
い
が
、
本
稿
で
は
こ
れら
を

意
識
し

な
が
ら
も
歴
史
学
的
に
実
証
的
解
明
、
分
析
を
進
め
る
。

台
湾
原
住
民
・

高
砂
族
に
つ
い
て

ま
ず
、
一
九
三
七
年
時
期
台
湾
の
地
理
的
位
置
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
当
時
、

台
湾
は
内
地
本
土

（日
本
）
か
ら
遠
く
、
汽
船
で
基
隆
・
門
司
聞
は

二
昼
夜
も

か
か
っ
た
。
た
だ
、
定
期
航
空
を
利
用
す
れ
ば
、
台
北
か
ら
福
岡
ま
で
は
六
時

聞
で
あ
る
。
他
方
、
当
然
の
こ
と
と
は
い
え
、
台
湾
と
中
国
大
陸
は
近
く
、
福

建
省
福
州
か
ら
船
で

一
O
数
時
間
、
飛
行
機
な
ら
ば
一
時
間
弱
で
あ
る
。
台
湾

人
口
は
約
五
四
五
万
人
中
、
い
わ
ゆ
る

「
本島
人
」
（
以
下
、
本
島
人
。
現
在
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の
本
省
人
）

で
、
風
俗
、
習
慣
、
言
語
は

は
約
五
O
O
万
人
（
九
一
・
七
%
）

対
岸
の
福
建
、
広
東
の
住
民
と
似
て
い
る
。
原
住
民
で
あ
る
高
砂
族
が
一
五
万

人間文化

人
（
一
了
八
%
）
、
「
内
地
人
」
（
以
下
、
内
地
人
。
日
本
人
の
こ
と
）
は
三
O

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
本
島
人
、
日
本
人
に
比
し

万
人
弱
（
五
・
五
%
）

て
も
原
住
民
は
占
め
る
割
合
は
少
な
く
、
僅
か
二
・
八
%
で
あ
っ
た
。

日
本
植
民
地
時
代
に
は
、
台
湾
原
住
民
は
タ
イ
ヤ
ル
、
ブ
ヌ
ン
、
サ
イ
セ
ッ

ト

ツ
オ
ウ

ア
ミ

ヤ
ミ
の
七
種
族
に
分
け
ら
れ
て
い
た

パ
イ
ワ
ン
、

後
は
長
期
間
、
九
種
族
と
さ
れ
て
き
た
が
、
最
近
で
は
、

さ
ら
に
一
三
種
族
に

細
分
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
種
族
意
識
や
言
語
・
習
慣
の
若
干
の
相
違
も

あ
る
が
、
現
在
の
各
種
族
に
対
す
る
公
的
支
援
金
、
あ
る
い
は
被
選
挙
権
の
問

題
が
絡
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
）
。四
二
年
末
、
原
住
民
人
口
は
一
五
万
九
五

九
四
人
で
、

そ
の
自
然
増
加
率
は
毎
年
約

一
五
O
O
人
と
す
る
。
台
東
、
花
蓮

港
居
住
の
ア
ミ
族
が
五
万
三
七
O
O
人
余
な
ど
は
平
地
の
普
通
行
政
地
域
に
居

住
し
、
「
進
化
」
（
近
代
化
）し
て
い
る
と
さ
れ
た
。
だ
が
、

そ
の
他
の
大
部
分

は
台
湾
総
面
積
の
四
四
%
強
を
占
め
る
中
央
山
脈
地
帯
の
特
別
行
政
地
域
の

「
蕃
地
」
（
以
下
、
蕃
地
）
内
に
居
住
し
、
現
代
文
明
か
ら
隔
絶
さ
れ
て
い
た
。

で
は
、
台
湾
総
督
府
は
各
種
族
の
特
徴
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
。

（l
）
「
北
蕃
」
台
北
、
新
竹
、
台
中
各
州
下
、
お
よ
び
花
蓮
港
庁
に
分
布

す
る
。
そ
の
中
で
タ
イ
ヤ
ル
族
は
高
砂
族
中
、
最
も
自
負
心
が
強
く
僚
惇
で

一

九
一二
O
年
の
霧
社
事
件
、
三
一
年
の
ビ
ス
タ
ン
事
件
を
起
こ
し
た
。
た
だ
し
撫

育
教
化
の
徹
底
に
よ
り
「
進
化
」
は
著
し
い
。
だ
が
、
「
安
住
ノ
適
地
ヲ
得
ズ
、2 

生
活
困
難
」
者
も
少
な
く
な
く
、
「
概
ネ
普
通
行
政
地
ニ
近
接
ス
ル
適
地
ニ
移

住
セ
シ
メ
ツ
ツ
ア
リ
」
、と
す
る
。

（2
）
「
南
蕃
」
｜
台
中
州
、
浦
里
以
南
の
中
央
山
脈
に
沿
い
、
台
東
庁
、
花

蓮
港
庁
、
及
び
高
雄
州
下
の
奥
地
に
居
住
す
る
。
。
フ
ヌ
ン
族
の
「
進
化
ノ
程
度

最
モ
低
ク
、
タ
イ
ヤ
ル
族
二
次
グ
兇
暴
性
ヲ
有
シ
」
、
三
二
年
の
大
関
山
事
件
、

単文

三
三
年
の
逢
坂
事
件
を
起
こ
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
理
蕃
上
、
力
を
注
ぐ
必
要

が
あ
っ
た
。
ま
た
、
高
雄
州
、
台
東
庁
の
南
部
山
地
居
住
の
パ
イ
ワ
ン
族
は
や

や
「
進
化
」
し
、
平
穏
で
あ
る
が
、
七
種
族
中
、
人
口
は
第
二
位
で
、
頭
目
専

制
制
度
下
に
団
結
心
が
強
く
、
「
指
導
上
相
当
注
意
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
」
と
す
る
。

そ
の
他

ツ
オ
ウ
な
ど
四
種
族
は
概
し
て
温
順
で

サ
イ
セ
ッ
ト

ア

特
に
ア
ミ
族
は
東
部
普
通
行
政
地
、

サ
イ
セ
ッ
ト
族
は
新
竹
州
下
の
山
岳
地
帯

の
麓
に
居
住
し
、
早
く
か
ら
文
也
風
潮
に
浴
し
、す
で
に
租
税
、
公
課
の
負
担

い2 を
。担

し〉

一
部
は

一
般
行
政
下
に
あ
る
な
ど
、
本
島
人
と
さ
ほ
ど
差
異
が
な

理
蕃
政
策
を
最
前
線
で
実
施
す
る
の
が
警
察
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
地
の

警
察
課
分
室
（
台
北
州
パ
ヌ
ン
、
南
濃
）
警
察
官
吏
駐
在
所
四
六
回
ヵ
所
を
設

置
し
た
。
い
わ
ば
治
安
を
主
目
的
に
警
察
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
加
え
て
原
住
民
撫
育
機
関
と
し
て
教
育
所
、

公
医
診
療
所
、
療
養
所
、

産
業
指
導
所
な
ど
を
設
け
た
。
か
く
し
て
、
警
部
、
警
部
補
、
巡
査
、
警
手
、



嘱
託
、
雇
員

、

技
手
、
公
医
な
ど
の
多
数
の
職
員
が
配
置
さ
れ、

指
導
、
教
化

、

お
よ
び
「
蕃
地
」
（
原
住
民
居
住
地
域
。
以
下
、
蕃
地
）
の
取
締
り
に
当
た
っ
た

。

ま
だ
原
住
民
を

一
般
人
と
比
較
す
る
と

文
化
程
度
は
甚
だ
し
い
差
が
あ
り
、
経

済
観
念
も
極
め
て
低
く
、
急
に
蕃
地
を
開
放
す
る
と

一
般
人
と
の
聞
に
紛
争

が
生
じ
る
虞
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て

、

原
住
民
に
適
切
な
保
護
を
加
え
、
蕃

地
の
占
有
使
用

、

蕃
地
の
出
入
り

お
よ

び
物
品
授
受
を
取
り
締
ま
っ
た
。
だ

が
、
「
蕃
地
」
も
開
発
さ
れ
始
め

一般
人
が
往
来
が
頻
繁
と
な
り

か
つ
原

住
民
の
「
進
化
」し
た
地
方
で
は
事
情
の
許
す
限
り
取
締
解
除
な
ど
の
措置
を

取
り
つ
つ
あ
る
。

理
蕃
政
策
を
進
め
る
上
で
、
看
過
で
き
な
い
の
が
日
本
人
の
原
住
民
に
対
す

る
蔑
視
、
差
別
感
で
あ
る
。
そ
れ
は
些
細
な
言
動
に
も
示
さ
れ
た
。
例
え
ば
、

池

大
渓
郡
の
あ
る
駐
在
所
で
職員
数
人
が
筆
を
走
ら
せ
て
い
る

時
、

老
タ
イ
ヤ
ル

日本の理蕃政策と台湾原住民（菊

が
訪
れ
た
。

一
人
の
職
員
が
「
蕃
コ
ロ
臭
い
な
あ

、
外
に
出
ろ
よ
」

そ
の

時
、

と
う

っ
か
り
口
に
し
た
。
確
か
に
不
潔
さ
と
生
煙
草
の
「
悪
臭
」は
す
る
。
だ

が
、
こ
う
し
た
暴
言
は
理
蕃
の
大
敵
で
あ
り
、
多
年
に
わ
た
っ
て
築
き
あ
げ
て

こ
の

一
言
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る
、
と
い
う
。
こ
う
し
た

こ
と

き
た
も
の
が
、

は
、
日
常
生
活
の
中
で
頻
繁
に
お
こ

っ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。

で
は
、
こ
こ
で
原
住
民
の
犯罪
と
そ
の
特
質
に
論
を
進
め
た
い
。
原
住
民
に

は
日
本
人
の
道
徳
感
と
根
本
的
に
異
な
る
も
の
も
あ
る
。
だ
が
、

そ
の
社
会
に

も
単
純
と
は
い
え
、
や
は
り
道
徳
が
あ
り
、
そ
の
遵
守
に
は
厳
格
で
あ
っ
た
。

こ
れ
が
犯
罪
件
数
が
寡
少
な
る
要
因
で
あ
る
。
た
だ
し
国
家
体
制
が
な
か
っ
た

た
め

、

国
法
の
遵
守
、
納
税
、
お
よ
び
兵
役
の
義
務
観
念
な
ど
国
民
道
徳
は
欠

如
し
て
い

た
。
当
時
、
原
住
民
は
い
か
な
る
「
犯
罪
」

を
犯
し

、
処
罰
さ
れ
た

の
か
。
そ
の
特
質
か
ら
原
住
民
の
お
か
れ
て
い
た
環
境
、
日
本
人
と
の
道
徳
観
・

犯
罪
意
識
の
相
違

、

お
よ
び
日
本
の
政
策
と
の
魁
酷
な
ど
を
浮
か
び
上
が
る
。

明
治
三
三
（
一
九O
O
）
年
内
訓
第
一
号
「
生
蕃
人
ノ
犯
罪
事
件
ニ
関
ス
ル
件
」

に
よ
っ
て
検
察
官
長
が
起
訴
す
る

時
に
は
、
台
湾
総
督
の
指
揮
を
受
け
る
と
さ

れ
た
。
さ
ら
に
行
政
区
域
内
に
居
住
す
る
原
住
民
の
犯
罪
に
つ
い
て
は

、

犯
罪

処
理
法
、
犯
罪
即
決
に
関
す
る
内
訓
な
ど
に
よ
り

刑
事
法
令
を
適
用
す
る
こ
と

が
明
示
さ
れ
た
。
次
い
で
明
治
三
九
（

一
九
O
六
）
年
に
は
、
民
政
長
官
か
ら

蕃
地
関
係
各
庁
長
に
対
し
、
「
蕃
人
ノ
犯
罪
事
件
取
扱
ノ

件
」
が
通
牒
さ

れ
た
。

こ
れ
に
よ
り
原
住
民
の
民
事
、
刑
事
の

一
切
を
行
政
処
分
に
す
る
と
し
た
。

他
方
、
原
住
民
の
伝
統
的
慣
習
は
「
報
復
主
義
」

で
あ
り
、
殺
傷
に
は
殺
傷

を
も
っ
て

酬
い

、

財
産
侵
害
に
は
財
産
侵
害
で
償
う
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
を

被
害
者
の
権
利
と
し
、
祖
先
に
対
する
義
務
と
す
る
。
だ
が
、
復
讐
は
加
害
者

本
人
の
み
な
ら
ず

そ

の
親
族
、
血
族
、
宗
族
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
り

つ
い
に

は
仇
敵
関
係
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
、
後
に
報
復
を
制
限
し
、
財
物
に
よ
り
罪
を

腫
い
、
ま
た
頭
目
や
有
力
者
な
ど
が
介
入
、
和
解
手
段
を
採
る
よ
う
に
な
っ
た
。

蕃
社
に
対
す
る
利
益
の
侵
犯
、
す
な
わ
ち
、
慣
例
違
反
、
禁
忌
の
侵
犯
な
ど
の

行
為
に
対
し
て
は
、
古
来
の
慣
例
に
よ
り
族
衆
相
謀
っ
て
殴
打
、
繋
縛
、放
逐
、

3 
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障
害
、
処
刑
な
ど
の
懲
罰
を
加
え
て
き
た
。
こ
れ
も
後
に
個
人
の
不
祥
行
為
が

社
会
を
害
す
る
の
は
祖
霊
の
怒
り
に
触
れ
、

公
共
的
災
厄
を
来
す
と
の
観
念
に

人間文化

変
わ
り
、
豚
を
屠
殺
し
て
祖
霊
を
祭
り
、
豚
や
代
替
財
物
提
供
を
以
て
懲
罰
に

代
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
原
住
民
は
、
殺
人
を
「
故
殺
」
と
「
誤
殺
」
に
区
別
し
、

復
讐
に
よ
る
殺
傷
は
当
然
の
権
利
と
し
て
罪
悪
視
し
な
い
。
ま
た
、
殺
人
で
罪

悪
と
は
さ
れ
な
い
も
の
に
「
出
草
」
（
首
狩
り
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
首
級

を
得
る
の
が
目
的
で
、
相
手
の
勢
力
を
挫
い
た
り
、
敵
を
滅
ぼ
そ
う
と
す
る
行

動
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
「
出
草
」
も
大
正
よ
り
昭
和
と
漸
減
し
、
昭
和
九
（

一

九
三
四
）
年
に
至
つ
て
は

一
件
の
み
で
、
こ
れ
が
最
後
と
な
っ
た
と
い
う
。
傷

害
も
そ
の
軽
重
に
よ
っ
て
責
任
を
聞
い
、
単
純
な
殴
打
は
犯
罪
視
し
な
い
。

総
督
府
当
局
に
と
っ
て
安
心
材
料
は
、
原
住
民
に
は
天
皇
制
や
国
家
観
念
が

な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
刑
法
規
定
の
「
皇
室
に
対
す
る
罪
及
国
家
又
は
公
共
的

犯
罪
」
は
皆
無
に
近
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
大
部
分
が
個
人
的
利
益
の
侵
害
で

あ
る
。
原
住
民
が
日
本
の
法
令
を
奇
異
に
感
じ
、
衝
撃
を
受
け
た
こ
と
も
否
定

で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
、
毒
物
捕
魚
、
林
産
物
盗
伐
、
林
野
焼
却
、

無
断
旅
行
等
に
至
つ
て
は
、
そ
れ
が
な
ぜ
犯
罪
に
な
る
の
か
、
全
く
納
得
で
き

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、

日
本
が
彼
ら
を
統
治
す
る
た
め
に
は
、

そ
の
独
自
の
民
族
文
化
に
配
慮
し
、
「
妄
に
之
を
排
斥
、
破
壊
す
る
事
は

一
応

の
考
慮
」
を
要
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
理
蕃
当
局
は
深
く
原
住
民
の
独

自
な
慣
習
な
ど
を
究
め
、
「
彼
等
の
心
性
を
陶
冶
し
、
漸
次
新
文
化
の
恵
沢
に

浴
さ
せ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
」
と
す
る
。
な
お
、
犯
罪
件
数
は
人
口
九
万
四

0
0

4 

O
人
余
で
、

一
年
間
で

一二
O
O
件
、
六
O
O
人
で
あ
る
か
ら
、
本
島
人
、
内
台

人
の
犯
罪
件
数
三
五
万
八
六
七
O
件
と
比
較
す
る
と
極
め
て
少
な
い
と
す
る
。

な
お
、
こ
の
場
合
、
人
口
比
を
考
慮
す
る
と
、

そ
う
と
は
一
概
に
い
え
な
い
部

分
も
残
る
。

四
四
年
頃
、
台
湾
総
督
府
か
ら
出
さ
れ
た
「
高
砂
族
ニ
対
ス
ル
親
族
相
続
並

ニ
戸
籍
ニ
関
ス
ル
措
置
」
に
よ
れ
ば
、
原
住
民
が
文
化
的
法
規
の
対
象
と
な
る

の
は
近
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
慣
習
調
査
等
立
法
資
料
ト
シ
テ
殆
ド
見
ル
ベ

キ
モ
ノ
ナ
シ
」
。
し
か
も
七
種
族
が
存
在
し
、
こ
れ
ら
種
族
は
さ
ら
に
多
く
の

部
族
に
分
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
々
に
あ
げ
て
立
法
す
る
こ
と
は
難

l
Uノ
＼
、
か
つ
実
効
が
あ
が
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
「
皇
民
化
ノ
指
導
理
念
ニ
反

ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
政
策
的
ニ
モ
民
法
ヲ
全
面
的
ニ
適
用
シ
、
只
其
ノ
運
用

ヲ
当
分
ノ
問
、
実
情
ニ
即
シ
テ
適
切
ナ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
最
モ
可
ト
ス
ル
」
と
し
、

こ
の
方
針
の
下
に
立
法
準
備
を
す
る
と
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
三
八
年
六
月
、
竹
田
宮
恒
久
王
妃
昌
子
が
傷
病
兵
慰
問
、
銃
後

の
状
況
視
察
の
た
め
二
週
間
に
わ
た
り
台
湾
を
訪
問
し
て
い
る
。
台
湾
神
社
、

新
竹
神
社
な
ど
を
参
拝
、
台
湾
総
督
府
、
台
湾
軍
司
令
部
、
各
陸
軍
病
院
を
慰

問
、
愛
国
婦
人
会
台
湾
本
部
、
日

本
赤
十
字
社
台
湾
支
部
、
さ
ら
に
台
北
日

新

公
学
校
、
台
北
第
二
局
等
女
学
校
、
糖
業
試
験
場
、
製
糖
工
場
な
ど
を
視
察
し
た
。

こ
の
間
、
大
渓
郡
角
板山
教
育
所
補
習
科
の
ワ
タ
ン
・
パ
ヤ
ス
ら
も
新
竹
に
行



き
、
迎
え
た
。
こ
の
時
、
昌
子
は
「
一
層
勉
強
し
て
早
く
良
い
日
本
人
に
お
成

り
な
さ
い
」
と
声
を
か
け
た
が
ワ
タ
ン
・

パ
ヤ
ス
は
感
動
し
、
「
寸
時
も
早

く
良
き
日
本
人
に
成
る
為
め
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
深
く
感
じ
た
と
い

う
。
こ
の
よ
う
に
、
「
日
本
人
に
な
る
こ
と
」
の
意義が
種
々
の
場
面
で
意
識
的
、

無
意
識
的
に
教
え
込
ま
れ
た
。

こ
こ
で
触
れ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
が
、
皇
民
化
や
理
蕃
を
論
じ
る

際
、
看
過
で
き
な
い
神
社
信
仰
の
導
入
で
あ
る
問
題
で
あ
る
。
元
来
の
原
住
民

の
信
仰
は
、
「
ウ
ツ
ト
フ」
（
祖霊
）
が
あ
る
が
、
未
だ
神
道
と
の
関
係
が
は
っ

き
り
せ
ず

、

原
住
民
に
と
っ
て
半
信
半
疑
の
状
態
で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
、
依

然
と
し
て
蕃
社
内
に
お
い
て
は
祖
霊
関
係
に
基
づ
く
諸
行
事
が
お
こ
な
わ
れ

) 
出
出

、
1

る
。
高
砂
族
の
伝
統
的
な
祖
霊
観
念
を
い
か
に
神
道
に
同
化
さ
せ
る
か
が
問
題
」

と
す
る
。
「

灰
面
坊
」
（
警察
関
係
の
日
本
人
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
あ
ろ
う
）
に
よ

日本の理蕃政策と台湾原住民（菊

れ
ば
、
蕃
社
内
宣
伝
や
頭
目
会
議
で
「
神
仏
を
信
仰
せ
よ
」
と
い
っ
て
も

無
駄

で
あ
る
。

そ
こ
で

、

「
蕃
地
に
神
社
を
建
立
せ
よ
」と
い

い
、
十
何
間
四
方
の

拝
殿
も
、
廻
廊
も
、
赤
銅
の
大
鳥
居
も
不
要
で
あ
る
。
質
素
な
、
恰
度
あ
の
主

基
殿
式
の
建
物
に
し

て
、
丸
木
の
鳥
居
で
も
あ
れ
ば
よ
い
。

そ
し
て
社
前
に
広

場
を
設
け
、
毎
月
の

（
蕃
）
社
内
宣
伝
、
頭
目
会
議
そ
の
他
紛
争
の
解
決

、

誓

ひ
な
ど
を
な
す
場
合
、
神
に
先
ず
誓
っ
て
実
行
を
約さ
せ
れ
ば
、
「
迷
信
深
い

蕃
人
の
事
で
あ
る
。
そ
の
効
果
は
期
し
て
疑
ふ
べ
き
も
な
い
」
、
と
強
調
す
る
。

こ
う
し
た
状
況
下
で
、
原
住
民
の
方
で
も
積
極
的
な
動
き
も
見
ら
れ
た
。
原

住
民
は
困
惑
し

な
が
ら
も
、
さ
ほ
ど

抵
抗
し

て
い
る
よ

う
に
は
見
え
な

い
。
例

え
ば
、
阿
里
山
の
ツ
ワ
ツ
ク
ヤ
社
（

一
二
戸
六
O
人
）
の
頭
目
ノ

ア
サ
チ
・

ア

ナ
モ
オ

（
四三
歳
）
は
三
二
年
九
月
に
「
日
蕃
合
杷
の
神
間
L
を

設
け
、
こ
こ

で
播
種
、
収
穫
、
酒
造
り
な
ど
の
祭
り
も
こ
こ

で
お
こ
な
っ
た
。

背
後
に
あ
る

に
、

梧
桐
の
皮
を
紅
く
染
め
、
幣

用
の
よ
う
に
し
て
い
る
。
洞
内
の
神
器
は
サ
ビ
キ
駐
在
所
巡
査
が
寄
贈
し
た

。

大
木
が
神
木
で
あ
る
「
赤
椿
」
（
熱
帯
樹
）

ま
た
、
台
南
州
の
皇
民
化
は
山
の
蕃
社
に
ま
で
浸
透し
、
阿
里
山
蕃
社
で
二
組

の
カ
ッ
プ
ル
が
神
前
結
婚
式
を
挙
げ
、
模
範
を
示
し
た
。
こ

の
よ
う

に
、
神
前

結
婚
が
普
及
し
た
と
す
る
が
、
形
態
と
し
て
の
憧
れ
に
留
ま
っ
て
い
る

可
能
性

も
あ
り

ど
こ
ま
で
国
家
神
道
を
理
解
し
た
の
か
、
ダ
イ
レ
ク

ト
に
結
び
つ
け

て
よ
い

の
か
疑
問
で
あ
る
。

理
蕃
政
策
の
実
態
と
特質

で
は
、
理
蕃
政
策
と
そ
の
方
針
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ

っ
た
か
。

①
「
蕃

人
」
を
教
化
し
、
そ
の
生
活
安
定
を
図
り
、
「一視
同
仁
の
聖
徳
に
浴
せ
し
む
る
」

こ
と
を
目
的
と

す
る
。
②
「
蕃
人
に
対
す
る

正
確
な
理
解
と
蕃
人
の
実
際
生
活

を
基
礎
」
と
し
て
方
策
を
決
定
す
る
。
③
「
蕃
人
に
対
し
て
は
信
を
以
て
懇
切

に
之
れ
を
導
く
べ
し
し
。
④
「
蕃
人
の
教
化
は
彼
等
の
弊
習
を
矯
正
し
、
善
良

な
る
習
慣
を
養
ひ
」、

日

常
生
活
に
即
し
た
簡
単
な
る
知
識
を
授
け
る
。
⑤
経

済
生
活
は
、
将
来

一
層
の
集
約
的
な
定
地
耕
を
奨
励
、

5 

あ
る
い
は

集
団
移
住
を
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お
こ
な
い
、
生
活
改
善
を
計
る
と
共
に
経
済
的
な
自
主
独
立
を
営
ま
せ
る
。
⑥

理
蕃
関
係
者
、
殊
に
現
地
の
警
察
官
に
は
「
沈
著
（
着
？
）
重
厚
な
る
精
神
的

人間文化

人
物
を
用
ひ
」
、
「
漫
り
に
其
の
任
地
を
変
更
」
し
な
い
。
⑦
「
道
路
を
修
築
し

て
交
通
の
利
便
を
図
り
、
撫
育
教
化
の
普
及
徹
底
を
期
す
」
。
⑧
「
医
薬
救
療

の
方
法
を
講
じ
、
蕃
人
生
活
の
苦
患
を
軽
減
す
る
と
共
に
依
て
以
て
理
蕃
の
実

を
挙
ぐ
る
の
一
助
」
と
す
る
。

（
一
）
「
授
産
」

「
授
産
」
と
は
失
業
者
・
貧
窮
者
に
仕
事
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
原
住
民

は
食
料
も
辛
う
じ
て
自
給
自
足
し
て
い
る
状
態
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
原

住
民
を
い
わ
ば
失
業
者
、
貧
窮
者
と
同
列
に
見
な
し
て
教
化
と
併
行
し
て
、

の
生
活
安
定
、
向
上
を
図
る
な
ど
「
授
産
」
に
努
め
た
。
「
高
砂
族
授
産
指
導

要
目
」
が

一
九
三
九
年
四
月
三
二
日
警
務
局
長
名
で
理
蕃
課
か
ら
各
州
庁
に

発
せ
ら
れ
た
。
①
目
標
は
経
済
生
活
の
安
定
向
上
を
は
か
り
、
健
全
な
「
皇
国

民
」
と
し
て
の
育
成
に
あ
る
、
②
農
業
面
で
は
、
原
住
民
を
自
作
農
と
し
、
地
・

小
作
関
係
を
極
力
防
止
す
る
、
③
従
来
の
輪
作
を
止
め
、
集
約
的
な
定
地
耕
を

奨
励
普
及
す
る
。
殊
に
水
田
化
を
奨
励
、
施
肥
観
念
を
徹
底
さ
せ
る
、
④
作
物

は
適
地
適
作
、
多
角
主
義
に
よ
り
、
主
食
糧
の
自
給
自
足
を
主
眼
に
、
次
い
で

換
金
作
物
を
奨
励
、
さ
ら
に
国
策
作
物
の
栽
培
を
促
進
す
る
、
⑤
自
家
用
果
樹
、

読
菜
栽
培
の
奨
励
、
⑥
各
戸
に

一
定
数
以
上
の
牛
、
馬
、
豚
、
鶏
の
家
畜
飼
養

計
画
を
立
て
る
、
⑦
保
留
地
や
路
傍
に
植
林
の
奨
励
、
⑧
養
蚕
、
手
工
芸
、
農

作
物
加
工
、
林
産
物
採
取
な
ど
副
業
の
奨
励
、
⑨
生
産
品
は
販
売
期
間
・
方
法

6 

な
ど
を
検
討
、
交
易
所
使
用
は
低
額
に
し
、
運
搬
に
は

共
同
出
荷
、
道
路
補
修

に
つ
と
め
る
。
以
上
、

共
同
経
営
方
法
の
利
用
と
と
も
に
規
律
的
な
勤
労
習
慣

を
養
い
、
農
事
改
良
思
想
普
及
の
た
め
青
年
固
な
ど
を
動
員
、
篤
農
家
は
選
奨

す
る
。
こ
れ
ら
の
具
体
化
は
各
駐
在
所
毎
に
受
持
部
落
に
対
し
て
数
カ
年
の
継

続
事
業
と
す
る
。
い
わ
ば
原
住
民
を
狩
猟
民
か
ら
完
全
に
脱
却
、
も
し
く
は
否

定
し
、
農
業
従
事
者
に
大
転
換
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
高
砂

族
の
皇
民
化
、
輪
耕
作
か
ら
定
地
耕
へ
、
物
々
交
換
か
ら
貨
幣
経
済
へ
の
飛
躍
、

さ
ら
に
日
常
生
活
に
お
い
て
住
居
、
食
物
、
日
用
品
な
ど
す
べ
て
に
わ
た
っ
て

そ

非
常
な
勢
い
で
内
地
化
（
日
本
記
）
し
て
い
る
。
日
本
植
民
地下
で
高
砂
族
の

生
活
は
大
転
換
を
見
せ
て
い
た
が
、
と
り
わ
け
直
溝
橋
事
件
後
、
日
中
全
面
戦

争
下
で
彼
等
の
「
皇
民
意
識
」
、
日
本
国
民
意
識
が

一
挙
に
進
み
、
主
体
的
、

積
極
的
に
国
民
精
神
総
動
員
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
九
四
一
年
度
よ

り
新
た
に
山
地
農
業
奨
励
事
業
を
開
始
し
た
。
各
種
授
産
施
設
、
並
び
に
農
畜

産
の
積
極
的
奨
励
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

（l
）
水
田

輪
耕
農
法
よ
り
定
地
耕
に
大
転
換
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、

彼
ら
も
そ
の
利
点
を
自
覚
し
、
漸
次
熱
望
し
始
め
、
水
田
も
拡
張
す
る
趨
勢
に

あ
る
。
昭
和
一
七
（
一
九
四
二
）
年
度
に
お
け
る
全
島
の
理
蕃
所
管
の
水
田
面

積
は
二
七
九

一二
甲
歩
に
達
し
、
作
付
面
積
も
四
O
九
五
甲
歩
で
、
玄
米
三
万
三

八
六
四
石
の
収
穫
と
な
っ
た
。
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重要畑作物と収穫高 (1942年末）

種別 作付面積（甲） 収穫品（石・斤）

陸稲 3,549 15,936石

粟 6,778 29,406石

甘藷 9,101 62,789,000斤

落花生 1,629 14,834石

その他の豆類 1,355 1 8,420石

里芋 2,738 16,379,000斤

穀物 2,597 9,460斤

表 2水田作付面積と収穫高 (192ト1928)

年 作付面積（甲） 収穫高・玄米（石）
1922 561 3,927 

1923 742 5,097 

1924 790 6,211 

1925 886 7,618 

1926 1,038 9,262 

1927 1,128 I0,370 

1928 1,442 13,716 

表 1

表
ー
に
よ
れ
ば
、
水
田
作
付
面
積
と
収

穫
高
（
玄
米

は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
九

出典台湾総督府編『台湾統治概要』 1945年
（復刻原哲房、 1973年）、 IOI 頁。

年
に
五
六
一
甲
（
一
甲
は
0
・
九
七
へ
ク

タ
ー

ル
）
、
三
九
二
七
石
で
あ
っ
た
も
の

が
、
二
六
年

一
O
三
一八
甲
、
九
二
六
二
石

二
八
年
に
は
一
四
四
二
甲
、

一
万
三
七
一

六
石
に
増
大
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
作

付
面
積
は
二
八
年
は
二
二
年
の
二
・
六
倍
、

収
穫
高
は
実
に
二
了
五
倍
に
増
大
し
て
い

る

出典 「蕃地調査書」 1931年（？）、『現代史資料一台湾
( 2) 』（22）、みすず書房、 1971年、 456頁。

（2
）
畑
作
｜
山
地
水
田
の
発
達
は
顕

著
で
あ
る
が
、
原
住
民
の
食
糧
の

一
端
を

補
え
る
に
過
ぎ
な
い
。
特
に
台
湾
南
部
は

水
田
適
地
に
乏
し
く
、
重
点
は
依
然
と
し

て
畑
作
に
あ
る
。
だ
が
、
畑
地
も
大
部
分

が
傾
斜
地
に
あ
り
、
表
土
流
出
に
よ
り
地

力
は
年
々
低
下
し
、
農
作
物
収
量
が
減
退

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
改
良
に
務
め

昭
和
一
六
年
（
一
九
四
二
度
よ
り
積
極

的
に
段
々
畑
の
造
成
を
奨
励
し
、
堆
肥

緑
肥
な
ど
自
給
肥
料
の
製
造
、
使
用
を
指
導
し
、
か
つ
集
約
的
な
農
耕
を
導
入

し
た
。
そ
し
て
、
水
稲
に
準
じ
、
陸
稲
、
粟
、
甘
藷
、
里
芋
、
玉
萄
黍
な
ど
主

要
畑
作
物
の
増
産
目
標
を
決
定
し
た
。
昭
和
一
七
年
度
末
に
お
け
る
現
耕
畑
は

三
万
二
O
三
四
甲
で
、
休
耕
畑
は

一
四
八
二
甲
で
あ
る
。

表
2

は
重
要
畑
作
物
で
、
水
稲
の
収
穫
増
に
伴
い
陸
稲
の
位
置
は
低
下
し
て

い
く
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
原
住
民
の
主
食
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
も
否
め
な

ぃ
。
た
だ
し
、
原
住
民
は
甘
藷
や
里
芋
を
食
し

一
日
二
食
で
あ
っ
た
。

（3
）
換
金
作
物
原
住
民
の
大
部
分
は
農
業
従
事
者
で
、
現
金
収
入
も
農

業
に
基
づ
き
取
得
さ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
多
角
的
な
農
法
を
指
導
し
て
、
換

金
作
物
と
し
て
甘
震
（

一
九
四
二
年
末
段
階
？
。
二
O
七
一
万
一
O
九
六
斤
、

七
万
八
O
六
O
円
）
、
苧
麻
（
一
四
万
一
七
一
二
円
）
、
逼
草
（
一
万
三

O
七
六
斤
、

九
二
一
九
円
）
、
落
花
生
（
一
万
四
八
三
四
石

一
七
万
八
八
五
三
円
）
な
ど

を
奨
励
し
て
い
る
。
ま
た
、
薬
用
作
物
と
し
て
は
、
蕃
地
に
自
生
す
る
玉
咲
ツ

ヅ
ラ
（
含
有
す
る
ア
ル
カ
ロ
イ
ド
が
結
核
の
特
効
薬
）の
生
産
増
を
図
る
こ
と

は
、
換
金
作
物
と
な
る
ば
か
り
か
、
医
療
面
で
も
意
義
が
あ
る
。
そ
こ
で
、

九
三
七
年
二
一
月
以
降
、
調
査
、
試
作
し
、
か
つ
四
0
年
度
か
ら
各
適
地
に
官

設
百
圃
を
設
け
、
栽
培
法
を
研
究
し
、
か
つ
原
住
民
に
配
布
、
増
産
さ
せ
て
い
る
。

な
お
、
試
作
地
は
三
九
年
一
八

一
ヵ
所
（
試
作
面
積
一
O
甲
七
三
）
、
四
O
年

る5 三

。

カ

所

。

甲
。

四
一
年
一
O
九
ヵ
所
（
一
二
甲
五
O
）
で
あ

7 
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（4
）
畜
産
｜
原
住
民
は
元
来

、

小
家
畜
を
飼
養
し
て
い
た
が
、
大
部
分
は

狩
猟
に
よ
る
獣
肉
で
自
給
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
「
殺伐ナ
ル
気
風
ヲ
醸
成
シ
、

人間文化

教
化
上
改
善
ヲ
要
ス
ル
」
と
見
な
し
た
。
そ
こ
で
、
二
二
年
よ
り

畜
牛
を
配
布

し

、
定
地
農
耕
へ
の
指
導
と
と

も

に
、

か
つ
豚
の
改
良
に
努
め
た
。
山
地
は
気

候
的
に
も
、
草
量
的
に
も
家
畜
飼
養
に
好
適
で
、
飼
育
頭
数
が
増
大
し
た
。
特

に
養
豚
の
成
績
は
良
好
で
、
自
家
消
費
の
み
なら
ず
、
市
場
に
も
出
し
、
現
金

収
入
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
四
二
年
末
、
水
牛
は
八
一
一
一O
頭
、
黄
牛
四
二

四
三
頭
、
豚
二
万
六
二
六
二
頭
、
山
羊
一
六
三
四
頭

、

（
出
）

二
羽
で
あ
る
。

そ
れ
に
鶏
七
万

一
七
六

そ
の

他
、
（5
）
養
蚕
が
あ
り
、
短
期
間
に
収
益
を
得
る
副
業
で
、
奨
励
し

て
い
る
。

山
地
の
至
る
と
こ
ろ
に

野
生
の
桑
樹
が
繁
茂
し
、
気
候
的
に
も
養
蚕

に
適
し
、
か
つ

「
殺
伐
の
気
風
を
醇
化
」
す
る
効
果
も
少
な
く
な
い
と
す
る
。

と
は
い
え
、
当
局
が
養
蚕
を
奨
励
し
た
当
初
、
害
虫
が
増
加
し
、
耕
作
物
が
減

収
と
な
り
、
食
糧
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
原
住
民
は

養
蚕
に
消
極
的
と
な
っ
た
。
そ

の
後
、
熱
心
な
指
導
に
よ
り
収
繭
量
も
逐
年
増

加
し
た
。
例
え
ば
、
一
九
二
二
年
収
繭
量
は
一
一
八
石
、
収
益金
額
四
六
二
四
円
、

一
九
二
五
年
四
七
四
石
、
一
万
八
五
一二
七
円

一
九
二
八
年
九
五
八
石
、
三
万

一
三
三
三
円
と
増
大
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
桑
園
を
設
け
、
各
地
で
蚕
飼
育

に
競
争
し
て
い

る
状
態
と
な
っ
た
。
彼
ら
の
副
業
と
し
て
頗
る
有
望
で
あ
る
。

原
住
民
の
出
稼
ぎ
が
全
般
的
に
少
な
い
の
は
、
農
閑
期
が
出
猟
期
と
重
な
る

た
め
で
あ

る
。
例
え
ば

、

角
板
山
の
場
合
、
出
稼
ぎ
は
物
資
運
搬
七
人
、
林
業

8 

四
四
人
で
あ
る
。
ま

た
、
先
進
蕃
社
は
副
業
面
で
好
成
績
を
あ
げ
て
い
る
。
例

え
ば
、
新
竹
州
新
竹
郡
の
馬
武
督
社
と
新
竹
州
大
渓
郡
ケ
イ
フ

イ
社
は
養
服
、

大
渓
郡
エ
へ
ン
社
は
川
魚
漁
、
台
北
州
羅
東
郡
ル
モ
ア
ン
社
は
養
蚕
、
台
中
州

東
勢
郡
ロ
1

プ
ゴ
1

社
は
竹
材
等
々
で
あ
る
。

上
述
の
こ
と
を
成
功
さ
せ
る
に
は
、
農
業
支
援
機
関
・

機
構
が
必
要
で
あ
る
。

そ
れ
に
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

（l
）
農
業
講
習
所
｜
原
住
民
は
依
然
と
し
て
「
厚
ク
国
家
ノ
保
護
」

を
受

け
る

現
状
で
は
あ
る
が

、

「
農
民
道
場
的
」
な
教
育
を
施
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

独
立
自
営
農
民
を
養
成
し
、
合
理
的
な
農
業
経
営
を
さ
せ
る
た
め

、

三
一
年
以

降
、
地
方
庁
に
各

一
ヵ
所
ず
つ
設
置
し

た
。
そ
し
て
、
蕃
社
の
優
良
青
年
を
選

抜
、
各
所
で
三
O
名
前
後
を
収
容
し

一
年
間
教
育
す
る
。
そ
の
目
的
は
自
立

自
営
農
業
者
の
養
成
と
と
も
に
、
将
来
は

蕃
社
の
指
導
的
人
物
の
養
成
に
あ
っ

た
。
こ
れ
ま
で
卒
業
生
は
一
一
三
四
人
、
現
在
の
収
容
生
徒
は

一
九
七
人
で
あ

ヲ
匂
。

（2
）
産
業
指
導
所
｜
一
九
三
O
年
各
州
庁
に

一
ヵ
所
ず
つ
設
置
し
、
作
物
、

家
畜
な
ど

の
改
良
、
増
産
に
関
す
る
試
作
、
模
範
施
設
の
設
置
お
よ
び
農
林

い
わ
ば
農
事
試
験
場
の
よ
う

な
機
能
を
有
し
、
蕃
社
の

中
枢
機
関
と
な
り
つ

つ
あ
る
。

業
調
査
を
お
こ
な
う
。

（3
）
指
導
農
園
｜
原
住
民
の
組
放
単
純
農
業
を
多
角
的
集
約
的
農
業
経
営



に
転
換
す
る
た
め
の
第
一
線
の
実
地
指
導
機
関
で
あ
る
。

一
九
三
二
年
度
に
台

湾
全
島
の
枢
要
な
四O
ヵ
所
に
設
置
し
、
そ
れ
ぞ
れ
数

（蕃
）
社
を
指
導
単
位

と
す
る
。
そ
の
面
積
は
約
三
甲
歩
で
、
警
察
官
、
警

一
手
が
管
理
し
、
産
業
指
導

所
と
連
絡
し
、
各
地
方
に
適
する
農
作
物
の
優
良
品
種
の
試
作
、
並
び
に
育
苗

（
訂
）

配
布
す
る
な
ど
農
業
進
歩
、
栽
培
技
術
の
実
地
指
導
に
あ
た
っ
た
。

（4
）
山
地
農
業
奨
励
事
業
1

一
九
三
O
年
以
降
、
一
0
年
間
の
調
査
に
基

づ
き
、
四
一
年
度
よ
り
原
住
民
山
地
農
業
指
導
、
水
田
の
開
拓
、
耕
地
保
護
、
段

々

畑
の
奨
励
な
ど
農
耕
地
の
利
用
開
発
と
と
も
に
、
畜
産
奨
励
に
よ
り

家
畜
増
産

を
図
り
、
自
給
肥
料
の
使
用
を
指
導
奨
励
し
、
原
住
民
農
業
の
画
期
的
な
発
達

を
図
る
基
本
的
施
策
と
し
て
毎
年
実
施
し
、
官
民
協
力
し
て
お
お
む
ね
計
画
事

業
の
完
遂
し
て
い
る
。

池

と
こ
ろ
で
、

寸
台湾
の
山
を
開
放
せ
よ
」
、
「
国
策
産業
に
山
を
開
放
せ
よ
」

日本の理蕃政策と台湾原住民（菊

と
の
要
望
の
高
ま
り
に
押
さ
れ
て
、
総
督
府
内
務
局
地
理
課
で
は
来
年
（
四

一

年
）
七
月
か
ら
五
ヵ
年
計
画
で
官
有
地
を
調
査
し
、
同
時
に
民
間
利
用
に
も
開

放
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
日
本
の
有
力
資
本
家
が
熱
帯
有
用
作
物
の
栽
培
企
業

を
計
画
し
て
お
り
、
官
有
地
の
利
用
願
い
が
殺
到
し
て
い
る
。
官
有
地
の
大
半

は
営
林
署
の
林
野
、
総
督
府
理
蕃
課
の
原
住
民
所
有
地
お
よ
び
各
帝
国
大
学

の
演
習
林
な
ど
で
あ
り
、
面
積
一
三O
万
甲
歩
（
一
甲
歩
は
約
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

に
及
ぶ
。
そ
の
内
、
利
用
可
能
地
二O
万
甲
歩
を
摘
出
す
る
と
い
う
。
こ
れ
ら

の
土
地
に
は
「
規
那
」
（
そ
の
乾
燥
樹
皮
が
マ
ラ
リ
ア
特
効
薬
）
、
黍
、
苧
麻
、 u

k
r

、

叫
山
叩羽
U
7

ナ
タ
l

ル
パ
1

ク
（
南
米
原
産
で
操
皮
に
使
用
）
、茶
、

香
料
作
物
な

ど
熱
帯
性
重
要
作
物
の
栽
培
可
能
地
で
あ
封
。
た
だ
し
、
二
O
万
甲
歩
の
内
訳

を
見
る
と
、
水
田
一
万
四
O
O
O
甲
歩
、
畑
二
万
甲
歩
、
混
農
林
一
一
万
五
0

0
0
甲
歩
、
牧
場
五
万
甲

歩
と
あ
り
、
稲
作
な
ど
を
合
み
、
熱
帯
性重
要
作
物

に
特
化
し

て
い
な
い

こ

と
が
判
明
す
る
。

そ
う
し

た
こ
と

も
影
響
し
て
、蕃
社
の
集
団
的
な
強
制
移
住
が
実
施
さ
れ
た
。

蕃
社
は
地
勢
急
峻
で
農
耕
地
に
恵
ま
れ
や
す
、生活
安
定
を
策
し
難
い
。

し
た
が
っ

て
、
国
土
保
安
、
理
蕃
行
政
集
約
の
見
地
か
ら

比
較
的
に
利
用
価
値あ
る
適
地

に
集
団
移
住
を
実
施
さ
せ
た
。
移
住
は
明
治
三
六
（
一
九
O

一二
）
年
以
来
、
毎

年
実
施
し
て
い
る
。
四
一
年
末
ま
で
に

、

台
北
州
（
七
八
九
戸

、

三
九
二
一
人
）
、

新
竹
州
（
七

一
一
二戸
、
三
三
八

一
人
）、
台
中
州
（
一
三
七
六
戸

、

九
O
八
九

人
）
、
台
南
州
（二
一九
戸
、
二
六
二
人
）
、
高雄
州
（
一
五
七
九
人
、
八
七0
0

戸
）
、
台
東
州
（七
九
八
戸
、
五
三
七
八
人
）、
花
蓮
港
庁

（
一八
九
四
戸

、

万
七
七
二
人
）
で
、
計
七
一
八
七
戸
、
四
万

一
五
O
三
人
を
移
住
さ
せ
た
。

さ

ら
に
将
来

一
七
三
六
戸
、
九
六
七
九
人
を
移
住
さ
せ
る
と
す
封
。

戦
争
の
推
移
に
伴
い
、
原
住
民
の
中
に
は
率
先
し
て
移
住
を
希
望
す
る
者
も

で
て
き
た
。
例
え
ば
、
台
中
州
能
高
郡
の
霧
社
近
く
の
ラ
ク
社

（四
O
O
人
）

は
耕
地
で
粟
や
芋
の
輪
作
し
て
い
た
。

日
米
開
戦
以
降
、
毎
日
駐
在
所
の
ラ
ジ

オ
で
「
皇
軍
戦
勝
」
、「
勇
士
奮
闘
」
を
聴
き

、

「
増産
へ
銃
後
の
総
進
軍
」
に

呼
応
し
、
増
産
報
国
挺
身
隊
に
全
社
四O
O
人
が
参
加
す
る
こ
と

に
し
た
。
そ
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」
で

一
社
を
あ
げ
て
の
低
地
移
住
を
当
局
に
願
い
出
て
認
め
ら
れ
た
。
そ
こ

で
、
総
督
府
特
政
課
の
中
村
警
視
を
迎
え
、
移
住
宣
誓
式
を
開
催
し
た
。
す
ぐ

人間文化

に
、
そ
の
日
か
ら
水
田
や
濯
減
の
整
備
を
始
め
、
食
糧
を
増
産
し
、
か
つ
蓮
麻
、

苧
麻
な
ど
の
軍
用
作
物
増
産
を
続
け
る
。

原
住
民
に
対
し
て
「
無
知
蒙
昧
」
と
か
蔑
視
し
た
の
で
、
反
感
を
買
っ
た
。

だ
が
、
後
述
す
る
如
く

一
九
三
九
年
に
自
助
会
が
成
立
、
蕃
地
治
安
の
一
部
を

自
ら
お
こ
な
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
「
蕃
情
」
が
安
定
し
た
結
果
、

各
種
産
業
が
山
地
に
進
出
、
原
住
民
を
労
働
者
と
し
て
雇
用
す
る
と
こ
ろ
も
出

て
き
た
。
ま
た
、
自
作
農
化
を
奨
励
し
、
原
住
民
の
占
有
地
約
五
三
万
甲
歩
中
、

二
五
万
甲
歩
を
原
住
民
の
所
要
地
と
し
、
残
り
の
二
八
万
甲
歩
を

一
般
固
有
地

と
し
て
国
策
産
業
の
使
用
な
ど
に
充
て
る
こ
と
と
し
た
。
二
五
万
甲
歩
の
所
要

地
は
各
蕃
社
毎
に
実
地
調
査
を
お
こ
な
い
、
水
田
、
畑

、

山
林
な
ど
に
区
画
整

理
し
、
各
戸
へ
の
公
正
な
分
配
を
実
施
し
て
お
り
、
将
来
は
一
定
の
所
有
権
も

賦
与
し
、
同
時
に
租
税
公
課
を
負
担
さ
せ
る
。
こ
の
た
め
、
奥
地
の
農
耕
不
適

地
域
に
い
た
原
住
民
を
適
地
に
集
団
移
住
さ
せ
、
そ
の
数
は
四
万
人
余
に
上
る
。

A
V，
－A》
〉
、

f

，
ヵ

そ
の
農
法
は
極
め
て
幼
稚
な
段
階
に
あ
る
た
め
、
四
O
年
に
は
水
田
の

開
墾
拡
張
、
段
々
畑
に
よ
る
定
地
耕
の
増
大
、
水
利
工
事
な
ど
に
よ
る
地
力
増

進
を
お
こ
な
う
。
同
時
に
農
業
講
習
所
、
産
業
指
導
所
な
ど
指
導
機
関
を
増
設
、

指
導
員
を
増
大
さ
せ
、
単
に
蕃
地
の
食
糧
確
保
だ
け
で
な
く
、
平
地
農
業
に
も

貢
献
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

（二
）
交
易
・
交
通
と
山
地
資
源
開
発

nu 
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清
朝
康
照
六

（
一
七
三
二
）
年
台
湾
知
県
周
鍾
喧
は
漢
人
・
原
住
民
両
地

域
を
分
離
し
て
紛
争
を
断
と
う
と
し
、

そ
の
境
界
に
土
塁
を
築
い
た
。
こ
れ
を

「
土
牛
」
と
称
す
。
当
時
の
政
策
は
「
生
蕃
」
を
以
て
「
化
外
の
民
」
と
し
、
「
治

め
、
ざ
る
を
以
て
之
を
治
む
」
と
し
た
。
「
生
蕃
」の
領
域
は

一
一
一
一
万
六
O
町

歩
も
あ
り
、
全
島
の
六
O
%
を
占
め
て
い
た
。
そ
こ
は
深
山
で
巨
木
、
樟
樹
（
楠

(Mm
) 

も
あ
っ
た
。
清
朝
時
代
、
原

木
）
が
多
く
、
ま
た
金
、
鉄
、
石
油
（
石
炭
？
）

住
民
と
の
交
易
は
通
事
の
手
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。

官
の
許
可
を
得
た
商
人
以
外
は
「
臨
勇
線
」
（
「
生
蕃
」
と
の
境
界
線
）
を
越

え
て
交
易
で
き
な
い
。
商
人
は
「
生
蕃
」
に
武
器
・
弾
薬
の
供
給
が
禁
止
さ
れ
た
。

そ
の
こ
と
は
、
狩
猟
民
と
し
て
銃
を
生
活
の

一
部
と
し
て
き
た
「
生
蕃
」
に
と
っ

て
耐
え
難
い
苦
痛
で
あ
り

一
、
二
人
の
密
輸
商
人
を
頼
る
し
か
な
か
っ
た
。

総
督
府
官
吏
を
見
る
と
、
「
抗
敵
（
日
）
」
し
な
い
か
ら（
銃
を
返
し
て
ほ
し
い
）

と
哀
願
し
た
。
か
く
し
て
、
「
陣
勇
線
」
に
近
く
密
移
入
し
た
武
器
弾
薬
や
塩

は
転
売
さ
れ
、
深
山
居
住
の
原
住
民
が
さ
ら
に
そ
れ
を
高
価
で
購
入
す
る
。

総
督
府
は
蕃
地
調
査
委
員
会
を
置
き
、
従
来
か
ら
蕃
地
開
発
に
関
心
を
持
つ

て
い
た
。
そ
こ
で
、
タ
イ
ヤ
ル
族
の
如
き
「
鯨
種
」
（
刺
青
を
す
る
種
族
）

は
圧
迫
、
他
種
族
に
は
撫
開
方
法
を
と
る
治
蕃
主
義
で
あ
っ
た
。

一
八
九
六
年

総
督
府
令
第
三
O
号
で
「
府
庁
の
許
可
を
得
て
営
業
す
る
者
の
外
、
蕃
地
に
入

る
者
は
撫
懇
署
長
の
許
可
を
受
く
べ
し
」
と
し
、
そ
れ
に
違
反
す
る
と
、
罰
金
、



体
刑
の
制
裁
が
伴
っ
た
。
ま
た
、
総
督
は
一
九O
O
年
二
月
、
律
令
第
七
号
で
、

総
督
府
の
許
可
を
得
た
者
以
外
、
「
蕃
人
に
あ
ら
ざ
る
者
は
何
等
の
名
義
を
以

て
す
る
に
拘
わ
ら
ず
、
蕃
地
を
占
有
し
使
用
し
、
其
他
権
利
を
目
的
と
す
る
こ

と
を
得
ず
」
と
し
、

（
珂
）

と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
蕃
界
は
隔
絶
さ
れ
て
い
た
。

一
O
O
円
以
上
の
罰
金
、
六
カ
月
以
下
の
重
禁
鋼
を
課
す

日
本
植
民
地
後
も
当
初
は
清
朝
の
や
り
方
を
踏
襲
し
、
通事
を
通
し
て
お
こ

な
わ
れ
た
。
明
治
四
三
（

一
九

一
O
）
年
に
な
っ
て
大
部
分
の
交
易
を
愛
国
婦

人
会
台
湾
支
部
の
経
営
と
し
、

一
九

一
五
年
に
は
官
営
と
し

一
九
一
七
年
総

督
府
令
に
よ
り
蕃
地
居
住
の
原
住
民
と
金
銭
・

物
品
授
受
に
関
す
る
規
程
を
公

布
し
、
原
住
民
と
の
交
易
は
許
可
制
と
し
、
密
交
換
を
厳
し
く
取
り
締
ま
っ
た
。

一
九
二

一
年
よ
り
交
易
は
官
営
か
ら
警
察
協
会
の
管
理
経
営
に
移
し
た
。
元
来
、

池

原
住
民
の
取
引
は
物
々
交
換
の
域
を
出
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
彼
ら
の
生
活
開

日本の理蕃政策と台湾原住民（菊

発
・
指
導
上
、
交
易
事
業
は
極
め
て
重
要
な
撫
育
機
関
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

交
易
を
通
じ
て
彼
ら
の
生
活
向
上
、
生
産
奨
励
、
さ
ら
に
そ
の
経
済
意
識
の
発

展
を
促
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
生
産
品
は
か
な
り
高
価
に
、
狩

猟
品
は
「
殺
伐
の
風
」
を
助
長
す
る
こ
と
か
ら
廉
価
と
す
る
方
針
を
と
っ
た
。

か
つ
「
数
理
的
観
念
」
（
貨
幣
感
覚
）
を
有
し
た
者
に
は
漸
次
各
商
店
よ
り
自

由
に
物
品
を
購
入
さ
せ
た
。

一
九
二
九
年
末
、
警
察
協
会
経
営
の
交
易
所
は
九

一
ヵ
所
、
他
に
民
営
の
交
易
所
も
あ
る
二
九二
九
年
末
段
階
、
交
易
所
取
引
で
、

原
住
民
か
ら
の
販
売
物
は
農
産
物
六
万
二
四
四
二
円
、
林
産
物
二O
万
四
O
四

O
円
、
製
作
物
（
織
物
な
ど
？
）
六一一
八
円
、
獣
皮
な
ど
七
万
九
O
五
七
円
、
「
通

貨
」
一
一
万
三
七
四
七
円
で
計
四
六
万
五
四
O
六
円
で
あ
っ
た
。
原
住
民
の
購

入
品
は
衣
類
・

装
飾
品
な
ど
六
万
一
九
五
二
円
、
家
具
・
農
具
・
日
用
品
三
万

四
九
O

一
円
、
酒
・
食
塩
・
マ
ッ
チ
四
万
三
七
九
四
円
、
食
糧
品
三
万
六
三
一

O
円
、
家
畜
・
苗
類
一
万
二
O
九
八
円
、
医
薬
品
三
二
七
円
、
そ
の
他
は
一
万

五
七
五
二
円
、
「
通
貨
」
二
六
万O
二
六
八
円
で
計
四
六
万
五
四
O
六
円
で
あ
っ

た
。
「
通
貨
」
と
い
う
項
目
が
双
方
に
あ
る
の
は
奇
異
に
感
じ
る
が
、
通
貨
で

売
買
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
以
外
は
物
々

交
換
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

当
初
、
原
住
民
は
価
格
に
無
関
心
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
原
住
民
の
購
買
力
が

高
ま
る
に
伴
い
交
易
所
の
売
買
だ
け
で
は
満
足
し
な
く
な
っ
た
。
同
時
に
品
質

や
価
格
に
も
関
心
を
持
ち
始
め
、
交
易
所
で
の
売
買
が
不
利
な
時
は
、
官
憲
に

よ
る
利
益
収
奪
で
は
な
い
か
と
の
疑
惑
を
抱
く
。
だ
が
、
原
住
民
は
経
済
知
識

が
ま
だ
劣
っ
て
お
り
、
自
由
放
任
す
る
と
、
好
商
に
乗
ぜ
ら
れ
、
半
面
彼
ら
に

も
不
純
な
考
え
が
生
ま
れ
る
虞
が
あ
り
、
後
日
に
紛
争
を
惹
起
す
る
可
能
性
も

あ
る
。
そ
こ
で
、
当
分
の
問
、
原
則
と
し
て
制
限
交
易
と
し
、
他
方
で
特
殊
地

域
、
特
殊
物
資
の
み
自
由
交
易
を
認
め
る
。
そ
の
「
進
化
」の
程
度
を
見
て

逐
次
自
由
交
易
に
移
し
、
必
要
な
場
合
に
は
購
買
組
合
の
組
織
化
を
指
導
し
て

（
四
）

い
ヲQ
。

と
こ
ろ
で
、
原
住
民
の
大
部
分
が
中
央
山
脈
に
沿
っ
た
険
峻
な
地
域
に
居
住
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第28号

し
、
一
般
社
会
と
の
交
渉
が
少
な
い
こ
と
が
「
進
化
」
阻
害
の

一
因
で
あ
っ
た
。

よ
っ
て
産
業
上
、
交
通
の
便
を
図
る
こ
と
は
肝
要
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で

人間文化

一
七
年
以
降
、
道
路
開
撃
計
画
を
立
て
た
。
と
り
わ
け
道
路
は
原
住
民
の
居
住

地
域
に
存
在
す
る
資
源
開
発
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
。
そ
れ
は
国
策
と

し
て
推
進
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
特
に
タ
ツ
キ
リ
、
お
よ
び
霧
社
の
砂
金
－
ブ
ッ
シ
ュ

に
原
住
民
を
ど
の
程
度
動
員
で
き
る
か
が
重
要
課
題
の
一
つ
と
な
っ
た
。
だ
が

、

理
蕃
課
で
は
原
住
民
擁
護
の
見
地
か
ら
労
働
力
問
題
を
含
む
指
導
方
針
を
立
て

た
。
タ
ツ
キ
リ
、
霧
社
の
第
一
段
階
調
査
は
す
で
に
終
わ
り
、工
事
は
太
魯
閣

峡
谷
に
進
ん
だ
。
だ
が

」
の
上
、
産
金
道
路
が
中
央
山
脈
を
横
断
す
る
と

平
地
文
化
が
流
れ
込
み

そ
の
結
果
、
一
般
行
政
区
域
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
蕃
界

は
、
無
益
な
刺
激
と
激
烈
な
生
存
競
争
か
ら
原
住
民
を
護
り
、
同
時
に

一
歩
一

歩
そ
の
文
化
社
会
・
経
済
の
進
展
を
指
導
し
て
き
た
理
蕃
政
策
に
か
な
り
の
打

撃
を
与
え
る
。
一
本
の
産
金
道
路
が
文
化
向
上
と
と
も
に
、
反
面
、
理
蕃
当
局

の
過
去
四
O
年
の
労
苦
が
水
泡
に
帰
す
点
も
少
な
く
な
い
。
特
に
霧
社
奥
地
に

位
置
す
る
ト
ロ
ッ
ク
、
タ
ウ
ツ
ア
な
ど
の
蕃
社
は
「
砂
金
段
丘
」
上
に
存
在
し
、

蕃
社
全
体
の
取
り
壊
し
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、
霧
社
事

件
か
ら
僅
か

一
O
年
に
す
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
理
蕃
当
局
は
慎
重
で
あ
っ
た
。
理

蕃
課
の
方
針
と
し
て
は
、
国
策
で
あ
る
砂
金
採
掘
に
は
理
蕃
当
局
、
原
住
民
も

協
力
す
る
が
、
従
来
か
ら
の
平
地
移
住
も
奨
励
し
、
徐
々
に
農
耕
生
活
へ
と
導

き
、
急
激
に
貨
幣
経
済
に
入
る
こ
と
は
避
け
、
原
則
と
し
て
蕃
社
毎
の
自
給
経

済
達
成
を
目
指
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
産
金
に
は
農
耕
の
余
剰
労
力
を
振

12 

九

り
向
け
る
。
ま
た
、
移
住
平
地
が
な
い
地
域
は
大
部
分
の
労
力
を
産
金
に
動
員

（
叩
）

そ
の
賃
金
使
途
は
十
分
指
導
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
す
る
。

す
る
が
、

か
く
し
て
、
種
々
意
見
が
あ
っ
た
が
、
タ
ツ
キ
リ
渓
の
砂
金
採
集
事
業
の
た

め
渓
谷
口
か
ら
砂
金
段
丘
ト
ヨ
ン
ま
で
の
採
金
道
路
掘
撃
工
事
に
原
住
民
青
年

の
労
働
奉
仕
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
工
事
の
一
部
は
完
成
し
、
自
動
車
通
行
も
可

能
に
な
っ
た
。
最
も
難
工
事
と
さ
れ
る
渓
畔
か
ら
パ
タ
ガ
イ
ま
で
の
約
一O
キ

ロ
に
わ
た
る
道
路
開
設
は
、
花
蓮
港
庁
下
の
原
住
民
壮
丁
が
組
織
す
る
青
年
勤

（
叫
）

行
（
勤
労
）
報
国
隊
が
一
ヵ
月
間
の
奉
仕
作
業
を
お
こ
な
う
こ
と
と
な
っ
た
。

か
く
し
て
、
青
年
勤
労
報
国
隊
約
四
O
O
人
に
よ
る
大
工
事
と
な
っ
た
。
広
谷

庁
長
や
村
田
警
務
課
長
な
ど
も
現
地
に
視
察
督
励
に
来
た
が
、
高
砂
族
青
年
隊

は
強
健
で
、
誤
れ
ば
谷
底
転
落
を
も
の
と
も
せ
ず
、
岩
を
う
ち
砕
き
、
土
砂
を

運
び
、
、
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
で
爆
破
し
、パ
タ
ガ
ン
ま
で
の
約
一
0
キ
ロ
を
日
に
日

に
立
派
な
道
路
に
し
て
い
く
。
彼
ら
は
毎
朝
六
時
起
床
、

ま
ず
国
旗
掲
揚
式
、

朝
礼
、
午
前
七
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で
作
業
す
る
。
広
谷
庁
長
ら
も
「
時
局
下

に
お
け
る
諸
君
の
働
き
こ
そ
立
派
な
日
本
国
民
で
あ
る
」
と
賞
揚
し
た
。

桃
園
県
復
興
郷
三
光
村
在
住
の
タ
イ
ヤ
ル
族
ロ
シ
ン
・
タ
ナ
の
回
想
に
よ
れ

ば
、
台
湾
北
部
の
山
岳
地
帯
を
縫
う
よ
う
に
走
る
北
部
横
断
道
路
は
日
本
植
民

地
時
代
に
つ
く
っ
た
。
北
部
横
断
道
路
の
完
成
以
前
、
牛
車
の
道
だ
っ
た
。
日

本
時
代
、
大
渓
ま
で
二
日
間
も
歩
い
て
い
っ
た
。
牛
車
で
塩
や
米
を
運
ん
だ
。



で
も
、
そ
れ
は
警
察
が
食
べ
、
僕
た
ち
は
芋
を
食
べ
て
い
た
。
後
に
舗
装
し
て

自
動
車
も
走
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
。

（
三
）
租
税

塵
溝
橋
事
件
以
来
、
多
額
の
国
費
を
も
っ
て
特
殊
行
政
下
に
あ
る
原
住
民
を

保
護
撫
育
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
全
く
課
税
さ
れ
な
い
土
地
が
あり、

全
島

総
面
積
の
四
五
%
を
占
め
る
、い
わ
ゆ
る
「
蕃
界
」
で
あ
る
。
①
危
険
であ
る

こ
と
、

②
山
奥
に
徴
税
に
行
く
費
用
の
方
が
税
金
よ
り
高
く
つ
く
。
こ
の二
つ

の
理
由
か
ら
未
課
税
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
水
力
電
気
、
各
種
鉱
物
、
熱
帯
有
用

植
物
な
ど
の
新
興
産
業
進
出
の
結
果
、
「
蕃
界
」
に
他
所
か
ら
の
日
本
人
、
本

島
人
の
居
住
者
が
増
大
し
、
彼
ら
は
納
税
を
嫌
が
っ
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で
、

) 
山
出

、
J

総
督
府
財
務
局
は
山
地
開
発
に
合
わ
せ
て
「
蕃
界
」
で各
種
産
業
の
進
出
地
域

に
は
課
税
を
準
備
し
て
い
封
。
ま
た
、
原
住
民
、
例
え
ば

、

台
湾
東
部
の
ア
ミ
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族
、
パ
イ
ワ
ン
族
の
一
部
、
新
竹
州
の
サ
イ
セ
ッ
ト
族
、
タ
イ
ヤ
ル
族
の一部
、

お
よ
び
高
雄
州
の
パ
イ
ワ
ン
族
の
中
に
は
ほ
と
ん
ど
本島
人
と
差
異
が
な
い
ま

で
に
「
進
化
」
し
、
内
地
人
、
本
島
人
と
同
様
、
租
税
や
公
課
を
負
担
し
て
い

る
者
も
い
る
。
と
は
い
え
、
大
部
分
は
未
だ
経
済
力
も貧
弱
で
、
食
糧
す
ら
充

足
し
て
お
ら
ず
、
一
般
的
に
は
課
税
不
可
能
と
さ
れ
た
。
そ

こ
で
、
将
来
授
産
、

教
化
の
進
展
に
伴
い
、
漸
次
相
応
な
納
税
を
お
こ
な
わ
せ
目
。

（
四
）
医
療
・
衛
生

駐
在
所
に
医
療
機
関
を
主
に
併
置
し
、
衛
生
観
念
の
普
及
と
医
療
に
当
た
ら

せ
た
。

こ

れ
に
よ
り
、
漸
次
啓
発
し

、

多
く

の
迷
信
を
打
破
し

、

そ
の
効
果
は

顕
著
で
あ
っ
た
と
す
る
。
原
住
民
側
も
医
療
機
関
を
信
頼
し
、
受
診
、
投
薬
を

願
う
者
が
年
々
増
加
し
、
綬
撫
上
で
も
、
禅
益
す
る
と
こ
ろ
甚
大
と
し

た
。
だ
が
、

診
療
所
は
設
備
が
極
め
て
不
完
全
な
上
、
ま
た
医
療
経
験
に
乏
し
い

警
察
職
員

を
充
て
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
逐
次

、

こ
れ
を
公
医
診
療
所
に
改
め

、

医
療

の
充
実
と
原
住
民
の
衛
生
観
念
を
酒
養
し
つ
つ
あ
る
。

原
住
民
地
域
の
開
発
に

伴
い
、
各
種
企
業
が
設
立
さ
れ
、
内
地
人
、
本
島
人
の
出
入
り
も

多
く
な
り
、

そ
れ
に
伴
い
伝
染
病
侵
入
の
可
能
性
が
あ
り
、

そ
の
防
止
に
は
経
験
者
の
配
置

が
必
要
で
あ
る
。
他
方
、
原
住
民
側
も
素
人
医
療
に
納
得
し
な
い
者
も
増
大
し

た
。
そ
こ
で
、
原
住
民
に
医
療
費
の
自
治
的
負
担
の
必
要
性
を
次
第
に
認
識
さ

せ
、
か
つ
衛
生組
合
な
ど
の
組
織
化
も
指
導
し
て
い
る
。

原
住
民
の
主
な
疾
病

は
マ
ラ
リ
ア
、
感
冒
、
寄
生
虫
、
外
傷
フ
ラ
ン
ベ
チ
ア
な
ど
で

あ
る
。
特
に
マ

ラ
リ
ア
は
原
住
民
が
高
地
よ
り
平
地
移
住
の
た
め
冒
さ
れ
る
者
が
多
く
、
時
に

悲
惨
な
状
況
に
陥
る
。

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
蕃
社
に
対
し
て
は
マ
ラ
リ
ア

防
止

法
を
実
施
し
、
強
制
服
薬

、

地
物
整
理
な
ど
の
励
行
は
も
ち
ろ
ん
、
蚊
撲
滅
に

努
め
た
。
だ
が
、
彼ら
の
マ
ラ
リ
ア
に
対
す
る
知
識
欠
如
の
た
め
、
予
定
の
目

的
を
未
だ
達
成
で
き
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
四
二
年
一
O
月
末
、
総
督
府
発
表
の
乙
種
医
師
国
家
試
験
合
格

者
三
一
人
に
初
め
て
原
住
民
一
人
が
入っ
た
。
台
中
州
の
「
中
山
清
」
（二
九
歳
）

で
、
父
は
霧
社
事
件
で

「
凶
徒
」
（「蜂
起
蕃
」
）

13 

と
し
て
討
伐
さ

れ
た
。
彼
は
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ト
ロ
ッ
ク
社
に
逃
れ
、
奇
跡
的
に
生
き
延
び
た
後
、
川
中
島
に
移
さ
れ
た
。
当

時

一
七
歳
で
あ
っ
た
彼
は
「
自
分
た
ち
家
族
に
は
何
の
後
め
」
も
な
か
っ
た

人間文化

」
と
に
感
激
、

お
よ
び
反
抗
者
と
し
て
死
ん
だ
「
父
の
汚
名
」

」
の
恩
返
し

を
拭
お
う
と
考
え
た
と
い
う
。
当
時
、
川
中
島
の
衛
生
状
態
は
悪
く
、
移
住
者

の
ム
ハ
、七
割
が
マ
ラ
リ
ア
患
者
で
、
当
時
、
満
足
な
治
療
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
彼
は
「
山
の
病
気
は
山
の
者
が
治
す
べ
き
だ
」
と
決

意
、
医
師
試
験
突
破
を
目
指
し
て
血
の
渉
む
よ
う
な
努
力
を
始
め
た
。
そ
の
後
、

警
丁
と
な
り
、
治
安
に
当
た
り
な
が
ら
、
余
暇
に
は
数
里
の
山
道
を
通
っ
て
武

界
診
療
所
の
川
内
田
良
平
に
マ
ラ
リ
ア
療
法
を
学
び
、
三
八
年
に
は
台
中
州
主

催
の
マ
ラ
リ
ア
療
法
講
習
を
受
け
、
翌
三
九
年
に
は
警
務
局
の
特
別
医
療
講
習

とを
い受
う 8 け

た

そ
し
て

三
O
O
人
中
、
合
格
者
一
割
と
い
う
難
闘
を
突
破
し
た

四
回

、

五
年
、
原
住
民
の
人
口
増
加
率
は
一
%
で
あ
る
。
台
湾
の
内
地
人
が

一
・
七
%
、
本
島
人
が
二
・
四
%
に
比
し
て
一
番
低
い
。
平
地
に
近
い
ア
ミ
族
、

タ
イ
ヤ
ル
族
は
増
加
傾
向
に
あ
る
が
、
山
奥
の
プ
ヌ
ン
族
、パ
イ
ワ
ン
族
は
減

少
額
向
に
あ
る
。
特
に
プ
ヌ
ン
族
は
飲
酒
癖
が
ひ
ど
く
、

少
の
一
因
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
原
住
民
の

出
生
率
は

か
つ
早
婚
も
人
口
減

高
い
が
、
乳
幼
児
死
亡
率
は
非
常
に
高
く
、
死
亡
総
数
の
五
O
%
を
下
ら
な
い
。

原
因
は
出
産
時
の
衛
生
観
念
に
乏
し
く
、
阻
習
に
と
ら
わ
れ
、
産
前
産
後
の
処

置
が
よ
く
な
い
こ
と
、
栄
養
不
足
、

さ
ら
に
助
産
婦
不
在
も
一
因
と
な
っ
て
い

る
。
各
州
庁
は
原
住
民
出
身
の
助
産
婦
養
成
に
乗
り
だ
し
、
成
果
を
あ
げ
始
め

た
。

14 

日
本
植
民
地
統
治
と
原
住
民
の

「
自
治
制
度
」

日
本
は
多
く
の
原
住
民
組
織
を
設
立
す
る
よ
う
指
導
し
た
。
そ
れ
は
日
本
が

人
員
的
に
も
ま
た
予
算
的
に
も
す
べ
て
を
直
接
統
治
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、

ま
ず
は
原
住
民
に
組
織
さ
せ
、
そ
れ
に
対
し
て
間
接
的
に
統
治
権
を
行
使
す
る

方
が
管
理
統
制
し
や
す
く
、
効
率
的
で
あ
っ
た
側
面
も
否
め
な
い
。

表
3

は

一
九
二
九
年
末
の
も
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
こ
の
段
階
か
ら
多
く

の
原
住
民
が
構
成
す
る
自
助
組
織
が
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
元
来
の

伝
統
社
会
を
利
用
し
た
も
の
に
頭
目
勢
力
社
会
、
家
長
会
が
あ
る
。
家
長
会
は

組
織
数
一
八
O
、
会
員
数
九
七
一
九
人
で
基
層
組
織
と
し
て
の
意
味
が
考
え
ら

れ
る
。
蕃
社
同
士
の
連
絡
・
融
和
を
図
る
組
織
と
し
て
蕃
社
会
議
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
こ
の
時
期
か
ら
す
で
に
「
自
治
会
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
押
さ
え

て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
男
の
み
な
ら
ず
、
女
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
と
考
え

ら
れ
る
が
、
婦
女
会
、
処
女
会
が
存
在
し
、
既
婚
、
未
婚
で
分
か
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
婦
女
会
も
九
二
あ
り
、
六
一
六
二
人
で

一
定
の
発
言
権
、
影
響

力
を
有
し
て
い
た
可
能
性
が
強
い
。

い
わ
ば
原
住
民
社
会
の
各
階
層
は
何
ら
か

の
形
で
組
織
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
特
に
「
国
語
講
習
会
」
は
日
本
語
普

及
の
意
味
も
あ
り
、
組
織
数
八
一
、
会
員
数
二
八
一
一
人
で
、
当
時
は
、
思
つ
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原住民の自助組織数 (1929年末）

種別 組織数 会員数 種別 組織数 会員数

頭目勢力者会 94 907 父兄会 12 401 

家長会 180 9,719 国語講習会 81 2,811 

自治会 28 1,195 共励会 4 951 

婦女会 92 6,162 蕃社会議 27 484 

処女会 6 159 夜学会 69 3,652 

青年会 148 7,799 学友会 2 70 

壮年会 5 240 掃除組合 26 

同窓会 63 4,892 計 812 39,469 

表 3

た
ほ
ど
の
組
織
率
で
は
な
い
。
そ
の
他
、

夜
学
会
が
あ
り
、
原
住
民
は
変
貌
す
る
新

「蕃地調査書」 1931年（つ）、「現代史資料一台湾（ 2 ）ー』（22）、みすず書房、 1971 年、 453頁。

環
境
に
適
応
す
る
た
め
に
も
、
学
習
に
は

熱
心
で
あ
っ
た
。

慮
溝
橋
事
件
後
、
長
期
戦
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
日
本
は
、
銃
後
の
護
り
を
さ
ら
に

堅
固
に
す
る
た
め
、
花
蓮
港
庁
で
は
理
蕃

所
管
の
原
住
民
全
員
約
一
万
四
0
0
0
人

を
一
丸
と
し
た
「
高
砂
族
皇
民
会
」
を
組

織
し
た
。
そ
し
て
、
皇
民
訓
練
を
強
調
、

皇
国
精
神
を
一
段
と
振
作
せ
し
め

か
っ

各
種
の
銃
後
奉
公
事
業
を
統
制
強
化
す
る

」
と
と
し
た
。
高
砂
族
皇
民会
は
本
部
を

同
庁
内
に
置
き
、
各
郡
警
察
課
内
に
支
部

を
、
蕃
社
の
受
持
駐
在
所
に
班
を
置
く
。

活
動
は
皇
民
化
訓
練
の
徹
底
、
時
局
に
対

す
る
認
識
と
生
活
の
徹
底
、
国
策
作
物
の

積
極
栽
培
な
ど
を
は
じ
め
と
し
、
出
征
軍

人
・
戦
没
者
家
族
へ
の
慰
問
援
助
に
当
た

出典

る
。
会
の
維
持
上
、
会
員
は
毎
月
一
O
銭

を
醜
出
す
封
。

こ
う
し
た
動
き
を
普
遍
化
、
徹
底
す
る
た
め
に
、
「
高
砂
族
自
治
会
（
仮
称
）

会
則
」
が
総
務
長
官
名
で
台
湾
全
島
各
州
庁
に
通
達
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
全

島
原
住
民
が
自
治
訓
練
を
受
け
る
。
①
自
治
会
は
公
民
訓
練
を
加
え
、
国
家
生

活
に
目
覚
め
さ
せ
、
公
共
団
体
生
活
に
慣
熟
さ
せ
て
、
普
通
行
政
下
に
編
入
す

る
素
地
を
作
る
。
総
督
府
理
蕃
課
で
は
、
最
近
原
住
民
が
官
費
の
み
に
依
存
せ

ず
、
先
進
的
な
地
方
で
は
自
治
的
団
体
が
自
然
発
生
し
て
い
る
実
情
に
即
し
、

一
定
の
方
向
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
。
②
事
変
（
塵
溝
橋
事件
）
以
降
、
国
民

的
意
識
が
高
ま
り
、
国
防
献
金
な
ど
を
出
す
者
が
多
く
、
こ
れ
を
「
善
導
」
し

（
回
）

公
課
負
担
の
訓
練
を
す
る
時
期
に
到
達
し
て
い
る
。

て
組
織
的
な
も
の
と
し
、

つ
ま
り
、
こ
の
施
策
は
総
督
府
が
原
住
民
に
対
す
る
財
政
支
出
を
削
減
し
、
原

住
民
を
経
済
的
に
自
活
・
自
立
さ
せ
、
む
し
ろ
国
防
献
金
な
ど
を
名
目
に
原
住

民
か
ら
資
金
を
吸
い
上
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
名
称
に
は
異
論
が
あ
り
、
「
自
治
会
」
、
も
し
く
は
花
蓮
港
庁
な
ど

で
名
称
を
使
用
し
て
い
る
「
皇
民
会
」

の
い
ず
れ
に
す
る
か
、
な
か
な
か
決
着

が
つ
か
な
か
っ
た
。
駐
在
所
毎
に
各
部
落
の
家
長
を
も
っ
て
組
織
す
る
。
「
自

治
会
」
は
隣
保
相
助
、
部
落
内
共
同
利
益
の
増
進
、
住
民
の
安
寧
、
福
祉
の
増

進
、
官
庁
事
務
の
補
助
執
行
を
目
的
と
す
る
。
教
育
教
化
を
は
じ
め
、
産
業
改

善
、
保
健
衛
生
、
交
通
施
設
の
改
善
、
擢
災
者
・
貧
困
者
救
助
な
ど
の
事
業
を

お
こ
な
う
。
そ
の
他
、
自
警
規
約
な
ど
を
制
定
し
、
連
座
旧
慣
に
基
づ
き
罰
則15 
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も
規
定
す
る
。
要
す
る
に
「
自
治
会
」
制
度
は
本
来
、
勅
令
で
規
定
さ
れ
る
が
、

高
砂
族
に
対
し
て
法
的
規
定
が
な
い
の
で
、
長
官
通
達
と
い
う
形
で
制
定
さ
れ

人間文化

た
。
こ
の
「
最
後
の
目
的
が
達
す
る
と
き
こ
そ
理
蕃
課
が
消
滅
す
る
と
き
で
あ

り
、
理
蕃
政
策
最
後
の
段
階
」
と
位
置
づ
け
る
。
だ
が
、
結
局
、
「
自
治L
を

与
え
る
と
し
な
が
ら
も
原
住
民
を
各
地
域
毎
に
ま
と
め
あ
げ
、

そ
れ
を
総
督
府

が
上
意
下
達
と
い
う
形
態
で
管
理
統
制
す
る
も
の
と
見
な
せ
る
。

名
称
に
関
し
て
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
自
治
会
」
で
は
な
く
、
「
高
砂
族
自
助
会
」

と
命
名
し
、
三
九
年
五
月
三
O
日
各
州
庁
に
総
務
長
官
名
を
も
っ
て
そ
の
設
立

を
求
め
る
通
牒
を
発
し
た
。
会
組
織
は
郡
守
指
名
に
よ
り
部
落
で
名
望
、
識
見

の
あ
る
会
長
、
副
会
長
各

一
人
と
組
長
若
干
名
で
、
駐
在
所
管
内
の
家
長
に
よ
っ

て
組
織
さ
れ
、
教
育
教
化
、
産
業
振
興
、
保
健
衛
生
施
設
、
交
通
施
設
、
橿
災

者
・
貧
困
者
救
助
、
災
害
警
防
、
伝
染
病
防
遇
、
安
寧
秩
序
保
持
な
ど
多
面
的

な
事
業
を
お
こ
な
う
。
注
目
す
べ
き
は
、
各
自
助
会
毎
に
「
自
助
会
部
落
改
善

規
約
」
、
「
自
助
会
自
警
規
約
」
を
定
め
て
遵
守
を
求
め
た
こ
と
に
あ
ろ
う
。
警

務
局
指
示
の
両
規
約
に
よ
る
と
、
原
住
民
を
一
般
法
人
格
ま
で
高
め
、
全
面
的

な
生
活
改
善
を
慾
憩
し
て
い
る
。
①
「
部
落
改
善
規
約
」
で
は
日
本
精
神
の
酒

養
、
「
国
語
」
（
日
本
語
）の
常
用
、
産
業
振
興
、
生
活
改
善
、
社
会
奉
仕
の
五

綱
領
を
示
し
た
。
例
え
ば
、
日
本
精
神
の
緬
養
で
は
大
祭
日
の
神
社
参
拝
、
国

旗
掲
揚
な
ど
で
あ
る
。
生
活
改
善
で
は
共
同
墓
地
の
設
置
、
家
屋
の
改
造
、
清

潔
化
、
符
呪
祈
祷
に
よ
る
療
病
法
を
改
め
、
医
薬
利
用
、
結
婚
に
伴
う
弊
習
改
善
、

入
浴
、
理
髪
の
励
行
な
ど
生
活
全
般
に
わ
た
る
。
②
「
自
治
会
自
警
規
約
」
で

ハh
uI

 

は
、
官
の
指
導
監
督
下
に
部
落
内
の
安
寧
秩
序
保
持
を
規
定
し
た
も
の
で
、
会

長
、
組
長
の
職
務
を
定
め
、
家
長
の
義
務
を
定
め
る
。
す
な
わ
ち
家
長
は
犯
罪

人
、
伝
染
病
の
疑
い
が
あ
る
者
、
来
泊
者
、
変
死
者
、
出
産
、
死
亡
な
ど
直
ち

に
組
長
に
知
ら
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
戸
な
ど
標
札
を
掲
げ
る
こ
と
、
未
成

年
者
の
喫
煙
・
飲
酒
禁
止
、
お
よ
び
旅
行
の
際
、
蕃
万
帯
用
禁
止
な
ど
雑
多
な

事
項
の
遵
守
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
皇
民
化
を
目
的
に
多
岐
に
わ

た
り
細
部
に
わ
た
っ
て
規
定
さ
れ
た
。

総
督
府
理
蕃
課
で
は
高
砂
自
助
会
結
成
を
は
じ
め
、
授
産
要
項
、
社
会
教
育

要
項
な
ど
最
高
指
導
方
針
を
順
次
確
定
し
て
原
住
民
社
会
の
「

一
大
変
革
期
」

と
す
る
。
理
蕃
諜
で
は
、
原
住
民
青
年
の
指
導
訓
育
経
費
と
し
て
七0
0
0
円

余
を
計
上
し
た
が
、
こ
れ
に
よ
り
全
島
各
州
庁
別
に
各
部
落
中
堅
青
年
層
に
新

指
導
精
神
を
植
え
つ
け
る
。
横
尾
総
督
府
視
学
、
平
沢
総
督
府
技
師
、
各
州
警

務
部
長
、
理
蕃
課
課
長
も
講
師
と
し
て
指
導
す
る
。
こ
の
顔
ぶ
れ
を
見
て
も
力

の
入
れ
方
が
わ
か
る
。
そ
の
段
取
り
は
、
各
府
庁
で
管
下
に
お
け
る
原
住
民
各

部
落
の
中
堅
青
年
四
0
1
五
O
人
を
一
ヵ
所
に
集
め
、
青
年
幹
部
指
導
講
習
会

を

二
週
間
開
催
す
る
。
す
で
に
台
東
庁
で
は
紅
葉
谷
教
育
所
に
お
い
て
は
完
了

し
て
お
り
、
目
下
新
竹
州
竹
東
郡
の
控
渓
教
育
所
で
開
催
中
、
次
い
で
七
月
に

は
台
北
州
が
羅
東
郡
シ
ョ
ウ
ラ
教
育
所
で
開
催
、
次
い
で
台
中
、
高
雄
、
花
蓮

港
で
順
次
開
催
す
か
）
。



な
お

、

高
砂
族
自
助
会
は
、
四
O
年
七
月
の
調
査
に
よ
る
と
、
台
北
州
二
六

、

新
竹
州
七
O
、
台
中
州
三
六
、
台
南
州
五
、
台
東
庁
三
七
の
計
一
七
四
で
あ
る
。

一
O
月
段
階
で
全
島
約
五
O
O
の
蕃
地
警
察
官
派
出
所
の
約
半
数
に
相
当
す
る

二
百
数
十
ヵ
所
で
設
立
さ
れ
た
。
こ
れ
は
蕃
社
原
住
民
の
皇
民
的
生
活
訓
練
は

も
ち
ろ
ん
、
蕃
社
社
会
生
活
の
錬
成
や
産
業
実
践
隊
の
役
割
も
果
た
し

、

さ
ら

に
は
公
租
公
課
の
準
備
と
な
る
。
今
後
、
高
雄
州
、
花
蓮
港
庁
で
も
自
助
会
が

（
国
）

結
成
さ
れ
る
と
、
総
計
三
O
O
近
い
数
に
な
る
。

こ

う
し
て
、
青
年
団
中
心
に
次
第
に

「
自
治
能力
」
を
拡
大
し

つ
つ
あ
る
と

さ
れ
た
。
例
え
ば
、
警
察
官
、
医
者
、
大
工
、
鍛
冶
職
人
、
左
官
、
裁
縫
、
産

婆
、
雑
貨
屋
な
ど
、
日
常
生
活
に
必
要
な
職
業
を同
種
族
中
か
ら
出
し
て
い

る
。

治
安
、
産
業
、
教
化
、
衛
生な
ど
同
種
族
の
力
の
向
上
を
図
っ
て
い

る
が
、
自

池

助
会
を
う
ま
く
運
用
で
き
れ
ば
、
こ
れ
を
中
心
に
「
街
庄
」

制
度
、
保
甲
制度
、

日本の理蕃政策と台湾原住民（菊

蕃皇
の民
実 化
現運
」動

にな
貢ど
献 を
す兼
る ね
とた
包 政
但治

が説
明練
確か
化長

i 害
汽5 孟
備
し

理
蕃
な
き
理

パ
ワ
ン
・
タ
イ
モ

（
日
本
名
「
佐
戸
利
明
」
、
中
国
名
「
慶
信
義
」
、南
投
県

浦
里
、
タ

イ
ヤ
ル
族
）
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
長
兄
は
霧
社
の
農
業
講
習
所
を
卒

業
す
る
と
、
警
一
田
霧
社
分
室
の警
丁
に
な
っ
た
。
そ
の
四
、

五
年
後
に
巡
査
に

昇
格
し
た
。
な
お
、
霧
社
事
件
で
ホ
l

ゴ
l

社
の
花
岡

一
郎
、
二
郎
が
事
件
へ

の
関
与
を
疑
わ
れ
、
そ
れ
以
降
、
タ
イ
ヤ

ル
族
か
ら
の
警
官
採
用
は
中
止
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
支那
事
変
」
（
庫
溝
橋事件
）
に
よ
り警
官
（
日

本
人
？
）
が
軍
隊
に
召
集
さ
れ
た
こ
と
で

、

補
充
の
意
味
も
あ
り

、

タ
イ
ヤ
ル

族
か
ら
採
用
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で長
兄
ら
コ
一人
が
採
用
さ
れ
た
。

私
は
農
業
講
習
所
で
勉
強
し
た

か
っ
た
が
、
父
は
「
金
が
かか
る
」
と
反
対
し

、

「
頭
目
の
勉強
と
狩
猟
の
腕
を
磨
け
」
と
い
っ
た
。
確
か
に
昔
の
頭
目は
権
力

は
強
力
で
あ
っ
た
が

、
駐
在
所
が
で
き

、

日
本
人
警
官
が
来
る
と
、
す
べ
て
を

取
り
仕
切
り
、
頭
目
は
部
落
の
取
り
ま
と
め
役
に
過
、
ぎ
な
く
なった
。
私
は
兄

の
っ
て
で
追
分
駐
在
所
（
ム
カタ
l
タ
社
）
の
警
丁
に
な
れ
が
）
O

こ
の
よ
う
に
、

タ
イ

ヤ
ル
族
に
も
当
地
の
警
官
に
採
用
さ
れ
る
道
が
聞
か
れ
た
。

皇
民
奉
公
運
動
に
即
応
し
て
花
蓮
港
庁
下
の
蕃
社

一
帯
で
は
、
四
一
年
九
月

一
日
の
興
亜
奉
公
日
を
期
に
そ
れ
ぞ
れ
初
の
部
落
常
会
を
開
き
、
台
湾
島
内
で

ト

ッ
プ
を
切
っ
た。
そ
の
中
で
も
模
範
蕃
社
の
花
蓮
郡
ブ
ス
リ

ン
社
常
会
に
は
、

郡
警
察
課
か
ら
三
村
主
任
も
出
席
し
た
。
蕃
社
常
会
は

一
般
行
政
区
と
は
異
な

り
、
昨
年
（
四
O
年
）
一
O
月
以
来
、
「
戦
時
下
の
新
体
制
」
と

し

て
結
成
さ

れ
た
自
助
会
制
度
を
活
用
す
る
。
一
つ
の
蕃
社を
単
位
に
部
落
連
合
常
会

そ

の
下
に
「
奉
公
班し
に
相
当
す
る
組
常
会
、
そ

の
中
聞
に
は
各
組
の
連
絡
を
担

当
す
る
組
長
常
会
を
置
い
て
い

る
。
こ
の
時
は
、
指
導
役
を
務
め
る
組
長常
会

開
催
に
伴
い
ブ
ス
リ

ン
社
で
も
自
治
会
長
中
心
に
各
組
長
、
女
子
青
年
団
幹
部

が
集
ま
っ
て
和
や
か
な
初
の
常
会
と
な
っ
た
。
自
助
会
長
の
「
山
本

一
新
」
が

音
頭
を
と
り
、
一
二枝
主
任
（
日
本
人
）
の
説
明
後
、
協
議
に
入
っ
た
。

今
後
の

具
体
的
な
議
題
の
提
起
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
蕃
社
の
「
新
知
識
」
人
だ
け
あ
っ
て
、
17 
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結
婚
制
度
改
善
か
ら
志
願
兵
制
度
の
手
続
き
、「
蕃
社
百
年
の
大
計
」
で
あ
る
「山

地
大
開
発
事
業
」
ま
で
議
論
百
出
と
な
っ
た
。

で
議
論
が
続
い
た
と
い
う
。

い
ず
れ
も
達
者
な
「
国
語
し

（日

人間文化

本
語
）

こ
こ
で
、
共
同
墓
地
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
総
督
府
が
、

一
九
二
七
年
以
来
、

原
住
民
の
共
同
墓
地
を
設
定
し
て
い
た
が
、
墓
参
を
せ
ず
、
茅
原
の
中
に
（
遺

体
）
を
放
置
し
、
依
然
と
し
て
諸
祭
事
に
は
住
家
付
近
で
招
霊
し
た
。
コ

一O
年

九
月
共
同
墓
地
の
中
央
に
招
霊
碑
を
立
て
、
清
浄
な
地
域
と
し
て
石
で
固
い
墓

標
を
た
て
毎
月
祭
杷
を
お
こ
な
っ
た
。
近
頃
は
祖
霊
崇
拝
の
念
も
生
じ
、
頭
目

ユ
ー

ミ
ン
ア
タ
イ
が
発
起
し
、
主
二
年
九
月
各
所
に
散
在
す
る
旧
墓
地
の
二
五

六
基
を
発
掘
し
て
、
共
同
墓
地
の
招
霊
碑
の下
に
合
同
埋
葬
し
、
九
月
二
三
日

の
秋
季
皇
霊
祭
に
盛
大
な
例
祭
を
実
施
し
た
。
こ
の
後
、
蕃
社
一
帯
に
広
が
つ

た
墓
地
に
よ
る
「
不
気
味
さ
」
が

一
掃
さ
れ
、
毎
月

一
日
に
墓
参
・
掃
除
を
し
、

ゃ
っ
と
老
若
男
女
が
集
合
す
る
場
所
と
な
っ
た
と
す
話
。

以
上
の
よ
う
に
、
麗
溝
橋
事
件
以
来
、
皇
民
化
啓
蒙
運
動
は
急
速
に
促
進
さ

れ
、
原
住
民
の
「
進
化
」
は
隔
世
の
感
を
呈
し
た
。
た
だ
し
、
今
村
孤
舟
は
自

助
会
は
原
住
民
自
ら
が
運
営
し
て
い
る
も
の
が
幾
つ
あ
ろ
う
村
、
と
疑
問
を
皇

す
る
。

と
こ
ろ
で
、
台
東
・
花
蓮
港
両
庁下
の
街
庄
協
議
会
員
第
二
回
総
選
挙
も
お

」
な
わ
れ
て
い
る
。

一
九
四
一
年
一
一
月

一
一
一一
日
一
斉
に
お
こ
な
わ
れ
、
台
東

庁
下
で
は
投
票
率
が
九
八
・
四
%
で
あ
っ
た
。
こ
と
に
高
砂
族
協
議
会
員
の
進

出
が
目
、
ざ
ま
し
か
っ
た
。
花
蓮
港
庁下
で
は
原
住
民
が
民
選
五
人
、
官
選
三
人

の
計
八
人
、
台
東
庁
下
で
は
民
選
一
人
、
官
選
九
人
の
計
一
O
人
が
出
馬
し
て

18 

い
る
。
新
現
象
と
し
て
、
花
蓮
港
庁
の
新
社で
は
内
地
人
官
選
二
人
、
民
選
ゼ

ロ
、
本
島
人
官
選

一
人
、
民
選
二
人
に
対
し
て
原
住
民
官
選

一
人
、
民
選
二
人

で
、
原
住
民
が
本
島
人
と
同
数
と
な
っ
た
。
花
蓮
港
庁
下
の
一
街
六
庄
の
協
議

会
員
総
選
挙
は
二
二
日
に
投
票
、
開
票
を
お
こ
な
っ
た
が
、
投
票
率
も
九
八
・

二
一
%
に
上
る
未
曾
有
の
激
戦
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
初
め
て
原
住
民
候
補
者
は

四
人
す
べ
て
が
当
選
し
た
。
結
局
、
当
選
者
は
内
地
人
一
一
人
、
本
島
人
二
四

人
、
高
砂
族
五
人
と
な
っ
た
。
原
住
民
の
意
見
吸
い
上
げ
、
不
満
解
消
な
ど
も

目
的
に

」
う
し
た
選
挙
も
実
施
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

四

原
住
民
教
育
と
そ
の
特
質

各
地
方
に
原
住
民
の
教
育
所
を
増
設
し

一
九
二
八
年
一
月
「
教
育
所
ニ
於

ケ
ル
教
育
水
準
」
を
制
定
、
児
童
教
育
の
根
本
方
針
を
定
め
た
。
三
二
年
に
は

視
学
制
度
を
創
設
し
て
各
州
庁
に
視
学
を
置
き
、
改
善
指
導
に
努
め
た
結
果
、

近
来
蕃
地

一
帯
に
教
育
振
興
の
気
運
が
漉
り
、
児
童
教
育
、
「
国
語
」
普
及
、

男
女
青
年
の
指
導
、
お
よ
び
一
般
社
会
教
育
に
着
々
と
実
績
を
あ
げ
つ
つ
あ
る
。

四
五
年
蕃
地
の
高
砂
族
は
教
育
所
、
公
学
校
、ま
た
は
小
学
校
の
卒
業
者
は
二

万
六
八
一二
九
人
（
死
亡
者
を
除
く
）
と
な
っ
た
。
な
か
に
は
、
医
学
校
、
そ
の

他
の
各
種
中
学
校
を
出
て
公
医
、
そ
の
他
の
官
公
職
に
就
く
者
も
少
な
く
な
い
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教育所職員と児童数 (1942年 4 月末）

州庁名 教育所数 学級数
教育担当者 在籍児童

巡査部長甲種巡査乙種巡査 笹子 嘱託 展員 言十 男 女 計（※

台北 18 38 3 7 9 4 。 4 27 383 431 814: 。

新竹 31 50 7 23 12 24 18 。 84 984 957 1,941: 144 

台中 30 62 。 8 25 26 10 3 73 782 828 1,611: 。

台南 5 6 。 5 。 5 。 II 143 107 250 i II 

高雄 50 63 。 22 28 13 。 8 71 1,504 1,400 2,904: 114 

台東 25 39 。 24 5 10 。 40 617 658 1,275: 37 

花蓮港 21 43 3 9 18 10 7 4 51 770 790 1,560: 。

計 180 301 13 98 98 87 41 19 356 5,184 5,171 10,355: 306 

表 4

台湾総督府編『台湾統治概要』 1 945年（復刻原書房、 1973年）、 9 1頁から作成。教育所長は「地方外勤
監督」を担う答部、普部補の兼任である。なお、※は在籍児童の内、寄宿している者の数で、合計が「406」
となっていたが、実際に算出した数にしたがった。他はすべて通学である。

出典

（
引
）

と
さ
れ
る
。

で
は

具
体
的
に
そ
の
実
態
に

論
を
進
め
た
い
。

（
二
児
童
教
育
｜
児
童
教
育

は
警
務
局
所
管
の
教
育
所
で
、
警

察
職
員
一
八
O
人
に
担
当
さ
せ

児
童
数
一
万
三
五
五
人
で
、
他
に

補
習
生
二
三
二
二
人
が
い
る

九
四
二
年
四
月
末
段
階
）
。
な
お
、

高
雄
州
蕃
地
に
文
教
局
所
管
の
国

民
学
校
四
カ
所
あ
り
、
児
童
四
五

八
人
を
収
容
し
て
い
る
。
教
育
所

は
普
通
初
等
教
育
機
関
で
あ
る

が
、
平
地
の
国
民
学
校
教
育
と
異

な
り
、
山
地
農
民
養
成
を
目
的
と

し
て
国
民
精
神
の
酒
養
、
「
国
語
」

の
習
熟
、
お
よ
び
「
農
民
的
指
導
」

農
業
指
導
？
）
に
重
き
を
置
く
。

原
住
民
の
多
く
の
親
が
児
童
を
就

学
さ
せ
よ
う
と
し
た
結
果
、

四
一
年
度
末
、
蕃
地
に
お
け
る
原
住
民
児
童
の
平
均
就
学
率
は
八
六

・
三
五
%

に
達
し
た
。
サ
イ
セ
ッ
ト
族
の
九
四
・
二
六
%
を
最
高
と
し
、タ
イ
ヤ
ル
、
プ

ヌ
ン
、
パ
イ
ワ
ン
、
ツ
オ
ウ
各
族
が
こ
れ
に
次
、
ぎ
、
東
部
の
孤
島
・
紅
島
艇
（
現

在
の
蘭
与
島
）
に
住
む
ヤ
ミ
族
で
す
ら
六
七
・
一
%
で
あ
る
。
確
か
に
、
原
住

民
就
学
率
は
修
業
年
限
四
年
間
の
教
育
所
を
基
準
と
し
て
お
り
、
内
地
人
、
本

島
人
と
同

一
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
が
、
「
進
歩
特
ニ
著
シ
ク
」
、
国
民
錬
成
の
基

礎
知
識
の
充
実
を
図
る
た
め
、
四
三一年
か
ら
六
学
年
制
度
を
実
施
し
た
。
な
お
、

理
蕃
課
の
中
村
に
よ
れ
ば
、
教
育
所
は
修
業
年
限
四
ヵ
年
、
就
学
率
は
八
O
%

を
超
え
、
平
地
の
国
民
学
校
よ
り
も
よ
い
が
、
卒
業
者
の
学
力
は
劣
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
教
育
機
関
の
不
備
に
よ
る
。
い
わ
ば
原
住
民
が
学
力
水
準
が
低
い
の
は

能
力
の
問
題
で
は
な
く
、
教
育
環
境
の
問
題
と
す
る
の
で
あ
る
。
四
二
年
に
は

修
業
期
間
を
六
カ
年
に
し
て
学
科
も
国
史
、
地
理
、
理
科
を
加
え
、
将
来
優
秀

（
臼
）

な
志
願
兵
を
次
々
出
せ
る
初
等
教
育
の
充
実
を
期
す
と
し
た
、
と
い
う
。

表
4

に
よ
れ
ば
、
各
教
育
所
に
は
一
、
二
学
級
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。しミ
わ

ば
複
式
学
級
で
あ
っ
た
。
教
育
所
数
か
ら
見
れ
ば
、
高
雄
が
最
も
進
ん
で
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
押
さ
え
て
お
く
こ
と
は
、
教
育
担
当
者
が
ほ
ぼ
警
察
関
係
で

あ
っ
た
。
師
範
学
校
卒
の
正
規
の
教
師
人
材
不
足
を
補
う
側
面
も
あ
っ
た
が
、

積
極
的
に
児
童
を
通
じ
て
原
住
民
社
会
に
入
り
込
み
、
監
督
す
る
と
同
時
に
融

和
し
、
抗
日
的
側
面
の
除
去
を
含
め
て
原
住
民
社
会
を
安
定
さ
せ
る
。い
わ
ば

九
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治
安
と
教
育
の
双
方
を
担
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
在
籍
児
童
数
を
見



第28号

上級学校種別 性別 人数

農業補習学校 男 143 

農林学校 男 7 

中学校 男 2 

台北工業学校 男 2 

品等女学校 女 5 

師範学校 男 II 

尽者I~平安中学校 男 4 

鹿児島農学校 男

台北私立中等学校 男 3 

早稲田大学予科 男
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人間文化

上級学校在学生 (1930年）表 5

「蕃地調査書」 1931年（？）、 『現代史資料一台湾
( 2) 』（22）、みすず書房、 1971 年、 452～453頁。

なお、この内、官費生は男 9 人、女 I 人である。

出典

る
と
、
男
女
差
が
ほ
と
ん

ど
な
く
、
女
子
児
童
が
多

い
州
庁
も
あ
る
。
原
住
民

人
口
の
就
学
年
齢
も
考
慮

に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な

し〉

が

」
の
こ
と
は
総
督

府
の
方
針
、

お
よ
び
原
住

民
両
親
の
意
識
に
よ
り
男

女
児
童
に
対
す
る
初
等
教

こ
と
を
示
唆
す
る
。
な
お
、
寄
宿
児
童
は
思
っ
た
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
た
だ
新

育
を
平
等
に
扱
っ
て
い
た

竹
州
が
一
四
四
人
と
相
対
的
に
多
数
な
の
は
、
自
宅
が
山
岳
地
帯
に
分
散
し
、

通
学
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

表
5

は
、
上
級
学
校
進
学
者
・
在
籍
者
統
計
で
あ
る
が
、
官
費
生
は
男
九
人
、

女
一
人
で
あ
っ
た
。
上
級
学
校
在
籍
者
は
計
一
七
九
人
で
、
頭
目
の
子
弟
で

民
エ
リ
ー

ト
で
あ
る
。
ま
た
、

か
つ
学
力
優
秀
な
ど
、
特
定
の
人
々
し
か
進
学
で
き
な
か
っ
た
、い
わ
ば
原
住

一
四
三一
人
（
全
体
の
約
八
割
）
が
農
業
補
習
学

校
に
通
っ
た
。
実
学
指
向
で
農
業
技
術
獲
得
の
た
め
で
、
狩
猟
民
か
ら
農
業
従

事
者
へ
の
大
転
換
に
適
応
す
る
た
め
で
あ
る
。
な
お
、
初
等
教
育
で
は
男
女
均

等
な
教
育
を
受
け
て
い
た
が
、
上
級
学
校
進
学
は
ほ
ぼ
男
と
な
り
、
女
は
高
等

女
学
校
五
人
だ
け
で
あ
る

（
二
）
社
会
教
育
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（I
）
社
会
教
育
機
関
｜
一
般
原
住
民
に
対
し
て

ま
ず
「
社
会
的
自
覚
ヲ

促
シ
、
人
類
相
互
的
ノ
社
会
観
念
ヲ
啓
発
ス
ル
目
的
」
が
あ
り
、
自
助
会
、
青

年
団
、
女
子
青
年
団
、
婦
人
会
、
国
語
講
習
所
な
ど
社
会
教
育
団
体
を
組
織
し
、

特
に
「
国
民
精
神
ノ
酒
養
、
国
語
ノ
普
及
、
勤
労
精
神
ノ
普
及
、
生
活
ノ
改
善

等
」
に
努
め
る
。

（2
）
「
国
語
」
普
及
｜
同
事
業
は
、
主
と
し
て
警
察
官
が
夜
間
業
務
の
余
暇

に
奉
仕
的
に
お
こ
な
っ
て
き
た
。
だ
が
、
一
九
三
三
年
に
「
国
語
普
及
奨
励
規
定
」

の
制
定
以
来
、
漸
次
活
発
と
な
り
、
四
二
年
末
に
は
台
湾
全
島
の
「
国
語
」
講

習
所
は
二
六
七
ヵ
所
で
、
一
万
八
五
O
一
人
が
学
び
、
成
績
は
良
好
で
あ
る
。
「
国

語
普
及
歩
合
ハ
簡
単
ナ
ル
日
常
用
務
ヲ
弁
ジ
得
ル
程
度
」
が
、
理
蕃
所
管
の
高

砂
族
総
人
口
の
四
八
・
二
%
に
達
し
、
「
近
年
其
ノ
進
歩
特
ニ
著
シ
キ
モ
ノ
ア

リ
」
、
と
す
る
。

一
九
四
三
年
度
か
ら
台
湾
で
も
義
務
教
育制
が
し
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
原
住
民
地
域
も
そ
れ
に
後
れ
な
い
よ
う
に
、
総
督
府
理
蕃
課
で
は
六

年
制
の
公
学
校
制
を
実
施
し
た
い
と
す
る
。
こ
れ
ま
で
本
島
人
の
公
学
校
と
同

程
度
の
六
年
制
の
蕃
人
公
学
校
が
高
雄
州
下
に
二
、
三
校
あ
る
の
み
で
、
他
は

す
べ
て
四
年
制
の
教
育
所
の
み
で
あ
る
。
教
育
所
数
は
コ
一
九
年
四
月
段
階
で
、

一
八
一
校
、
在
学
児
童
は
九四
O
O
人
余
で
、
就
学
率
は
八
0
・
六
%
に
上
つ



池日本の理蕃政策と台湾原住民 （菊

各種族就学率と日本語普及率（ A) (1929年末）

種族 種族別人口（ a)
普及人数と日本諮水準

(b)/(a )% 
上 中 下 計（b) 

タ イ ヤル 33,710 1,437 4,189 6,935 12,561 37.26 

サイ セット 1,282 105 160 131 396 30.89 

プヌン 17,785 497 1,366 2,319 4,182 23.51 

ツオウ 2,103 173 245 326 744 35.38 

ノfイワン 41,235 1,338 5,503 7,889 14,730 35.72 

アミ 42,435 2,647 7,267 15,003 24,917 58.72 

ヤミ 1,609 。 IO 21 31 1.93 

言十 140,169 6,197 18,740 32,625 57,561 41.07 

表 6

「蕃地調査書」 193 1年（つ）、『現代史資料台湾（ 2) 』（22）、みすず書房、 1 971年、 453～454頁から作成。「上」
は日本人と同じに会話できる者、「中」は簡単な日常会話ができる者、 「下」は日常用語20～30を知ってい
る者。なお表末尾の%は私が算出した。

出典

て
い
る
。
こ
れ
は
、
義
務
教
育
を

実
施
し
よ
う
と
す
る
本
島
人
子
弟

の
就
学
率
よ
り
も
は
る
か
に
高
率

で
あ
る
。
こ
の
四
年
制
教
育
所
が

六
年
制
公
学
校
に
昇
格
す
る
に

は
、
ま
ず
教
育
所
施
設
の
改
善
が

必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
警
察
官
で

は
な
く

正
規
の
教
師
を
置
き

教
育
内
容
も
改
善
し
、
実
用
教
育

を
重
視
す
る
。
大
が
か
り
な
も
の

に
な
る
の

で

理
蕃
課
で
は
四

二
年
度
か
ら

一
斉
に
実
施
せ
ず

徐
々
に
公
学
校
に
改
め
て
い
く
方

針
で
予
算
も
計
上
す
る
と
い
う
。

ま
た
、
理
蕃
課
と
し
て
は
一
七
歳

か
ら
の
就
学
を
認
め
て
い
る
一
年

年制
制の
に農
す業
る実
案習
も所
もも
っ拡
て充
いし
たE

と
こ
ろ
で
、
「
紀
元
二
千
六
百

年
奉
祝
台
北
州
高
砂
族
大
会
」
（蕃

社
二
五
社
参
加
）
が
一
二
月
下
旬
の
二
日
間
、
南
襖
教
育
所
で
の
開
催
が
決
定

し
た
。

こ
れ
に
は
自
助
会
長
（
前
酋長
会
の
人
々
）
、
男
女
青年
団
、
教
育
所
児
童、

お
よ
び
一
般
原
住
民
約
一
五
O
O
人
が
参
列
し
、
第
一
日
目
は
奉
祝
式
典
の
後
、

「
国
語
」
演
習
会
、
相
撲
大
会
、
学
芸会
、
二
日
目
に
は
青
年
大
会
を
は
じ
め

競
技
会
、
修
養
会
な
ど
を
開
催
す
る
。
な
お
、
式
典
日

に
は
自
助
会
長
、
青
年

団
員
、
教
育
所
児
童
に
対
し
て

知
事
に
よ
る
表
彰
が
あ
封
。

表
6

は
一
九
二
九
年
末
の
統
計
だ
が
、
七
種
族
中
、
ア
ミ

族
が
最
も
日
本
語

能
力
が
高
く
、
五
八
・
七
二
%
に
上
っ
て
い
る
。
た
だ
全
種
族
平
均
は
半
数
に

も
満
た
な
い
約
四
一
%
に
過
、
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
日
本
人
と
同
様
に
会
話
で
き
る

者
は

五
万
七
五
六

一
人
中
、
六

一
九
七
人
で

一
0
・
八
%
に
と
ど
ま
る
。

そ
の
他
は
日
常
会
話
が
で
き
る
者
が
よ
い
方
で

、

五
六
・
七
%
は
二
、
三
O
の

日

常
用
語
を
知
っ
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、

二
、

三
O
の
日
常
用

語
を
知
っ
て
い
る
者
も
含
め
て
お
り

、
原
住
民
の
中
で
の
日

本
語
普
及
率
は
意

外
な
ほ
ど
進
展
し
て
い
な
い
。

表
7

は

一
九
三
四
年
の
統
計
で
あ
る
が
、
教
育
所
就
学
率
と
日

本
語
普
及
率

の
相
関
関
係
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
タ

イ
ヤ
ル
族
は
就
学
率
が
七
九
・

七
%

で
あ
る
が
、
日
本
語
普
及
率
は
四
四
・
八
%

、

サ
イ
セ
ッ
ト
族
は

七
二
・

三
%

で
、
普
及
率
は
四
六
・
七
%
で
あ
る
。
ヤ
ミ
族
に
至
つ
て
は
就
学
率
は
二
六
・

八
%
、
普
及
率
は
六
%
に
過
、
ぎ
な
い。

い
わ
ば
他
種
族
に
比
し
て
普
及
率
は
相

対
的
に
高
い
が

、

表
6

の
全
体
普
及
率
の
約
四
一
%
よ
り
低
い
三
五
・

三
%
に

21 



第 28号

各種族就学率と日本語普及率（ B) (1934年）

種族 就学率（%） 日本語普及率（%）

タイヤル 79.73 44. 78 

サイセット 72.33 46. 72 

7°ヌン 58.98 28. 46 

ツオウ 53.02 39. 80 

ノfイワン 53.68 30. 05 

ヤミ 26.84 6. 00 

全体平均 64.12 35. 34 

人間文化

表 7

出典 『理蕃の友』第 3 年 9 月号、 1934年 9 月 I 日、 3 頁。
なお、本表はアミ族、および行政区域内のパイワ
ン族を除く。また、「日本語普及率」は単語20～30
以上を知る者。なお、日本語普及のため「国語家庭」
を表彰、配給を増やすなどの特権を与えている。

び
つ
い
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
強
い
。

と
ど
ま
っ
て
い
る
。
遺
憾
な
が
ら

表
7

は
最
も
普
及
率
が
高
か
っ
た

ア
ミ
族
に
関
す
る
統
計
数
字
が
な

ぃ
。
だ
が
こ
れ
を
加
え
た
と
し

て
も
、
足
踏
み
状
態
が
続
い
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
然
の
こ
と

な
が
ら
教
育
所
で
は
日
本
語
で
お

こ
な
っ
て
お
り
、
原
住
民
児
童
の

日
本
語
能
力
向
上
が
親
な
ど
の
世

代
、
さ
ら
に
祖
父
母
の
世
代
に
結

四
一
年
二
月
に
は
、
「
高
砂
族
青
年
代
表
大
会
」
が
島
都
台北
市
で
盛
大
に

挙
行
さ
れ
る
。
慮
溝
橋
事
件
以
来
、
原
住
民
青
年
の
視
野
も
遠
く
南
支
南
洋
に

ま
で
拡
め
ら
れ
、
「
戦
時
下
日
本
青
年
の
一
員
と
し
て
生
産
拡
充
に
労
力
口
口

（
奉
仕
？
）
に
、
皇
民
化
運
動
に
意
気
軒
昂
た
る
活
躍
を
展
開
し
て
ゐ
る
」
が
、

さ
ら
に
「
時
局
認
識
を
深
め
、
蕃
地
刷
新
の
推
進
力
た
ら
し
め
」
る
の
が
大
会

の
狙
い
と
す
る
。
そ
こ
で
、
「
全
島
各
州
庁
生
え
抜
き
の
優
秀
」
な
二O
O
人

が
参
集
、
一
八
日
か
ら
三
日
間
挙
行
さ
れ
る
。
第
一
日
目
は
台
湾
神
社
を
参
拝
、

つ
い
で
警
察
会
館
で
総
督
府
理
蕃
課
長
の
訓
示
と
軍
事
講
演
が
お
こ
な
わ
れ

る
。
二
日
目
は
同
会
館
で
代
表
者
大
会
を
開
催
し
、
青
年
団
の
活
動
状
況
、
国

語
普
及
状
況
や
皇
民
化
の
実
情
な
ど
に
つ
い
て
日
本
語
で
体
験
を
発
表
す
る
。

22 

三
日
目
は
皇
軍
慰
問
演
芸
会
を
開
催
す
る
。
な
お
、
警
務
局
と
し
て
は
蕃
地
実

（
田
）

情
の
紹
介
の
た
め
台
北
市
内
の
主
な
る
官
民
を
招
待
す
る
と
い
う
。

原
住
民
青
年
の
ス
ポ
ー
ツ
面
で
の
活
躍
が
目
立
っ
た
。
い
わ
ば
身
体
能
力
が

優
っ
て
い
る
こ
と
が
彼
ら
の
劣
等
感
を
払
拭
し
、
自
信
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

第
一
回
「
青
年
団
強
歩
（
競
歩
）
大
会
」
で
は
昨
年
に
続
き
高
雄
州
青
年
団

全
選
手
が
原
住
民
）
が
連
続
優
勝
し
た
。
」
の
点
に
つ
い
て
総
督
府
理
蕃
課

の
斎
藤
警
部
に
よ
れ
ば
、
「
元
来
高
砂
族
青
年
は
昔
か
ら
厳
格
な
訓
練
を
受
け
、

殊
に
パ
イ
ワ
ン
族
大
南
杜
で
は
今
で
も
一
五
歳
以
上
の
者
は
厳
格
な
試
験
の
結

果
、
合
宿
所
に
収
容
、
こ
こ
で
各
頭
目
が
み
っ
ち
り
訓
練
す
る
。j
i

－
－
－
こ
の

訓
練
で
成
績
の
悪
い
者
は
い
い
お
嫁
さ
ん
を
貰
え
な
い
し
、ま
た
一
般
に
評
判

が
悪
く
な
っ
て
社
会
生
活
上
何
か
に
つ
け
て
苦
汁
を
嘗
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

：
・
今
度
の
強
歩
大
会
で
も
彼
等
の
こ
の
伝
統
の
底
力
が
遺
憾
な
く
現
れ
た

の
だ
」
と
す
る
。

ま
た
、
原
住
民
青
年
の
体
位
向
上
を
目
指
し
て
、
花
蓮
庁
下
で
相
撲
の
練
習

講
習
会
も
始
ま
っ
た
。
こ
れ
は
全
庁
の
各
蕃
社
毎
に
順
次
一
週
間
ず
つ
お
こ
な

ぅ
。
講
師
は
元
東
京
力
士
指
導
者
の
千
年
川
一
夫
で
あ
る
。
す
で
に
北
部
ブ
ゼ

カ
ン
、

タ
ツ
キ
リ
な
ど
で
猛
練
習
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
千
年
川
は
「
高
砂
青

年
の
満
々
た
る
闘
志
と
腕
力
の
強
さ
は
確
か
に
相
撲
取
り
と
し
て
有
望
で
あ

る
」
と
語
る
。



こ
う
し
た
こ
と
は
身
体
測
定
の
結
果
か
ら
も
傍
証
で
き
る
。

四
二
年
の
第
一

回
国
民
体
力
検
査
の
結
果
に
対
し
て
、
総
督
府
衛
生
課
の
曽
田
衛
生
課
長
の
概

評
に
よ
る
と
、
「
概
し
て
不
良
」
で
あ
る
が
、
改
善
見
込
み
の
あ
る
「
不
良
」

と
す
る
。
体
格
に
つ
い
て
は
、
（
男
の
）
身
長
が
内
地
人
、
本
島
人
、
原
住
民

と
も
平
均
一
メ
ー
ト
ル
六
三
セ
ン
チ
で
大
差
は
な
い
。
体
重
は
（
重
い
順
に
？
）

原
住
民
、
内
地
人
、
本
島
人
で
あ
る
が
、
本
島
人
は
特
に
胸
囲
が
か
な
り
劣
つ

て
い
る
。
内
地
人
の
特
徴
は
胴
長
で
手
足
が
短
い
。
本
島
人
は
手
足
が
長
く
て

胴
が
細
い
。

一
番
均
整
が
と
れ
て
い
る
の
が
高
砂
族
で
、
身
長
に
対
す
る
胸
囲
、

体
重
な
ど
理
想
的
で
あ
る
。
走
る
こ
と
も
原
住
民
が
一
番
、
次
い
で
内
地
人
、

本
島
人
の
順
。
さ
ら
に
物
を
担
い
で
走
る
と
原
住
民
の
独
壇
場
で
パ
タ
ー
ン
半

島
で
の
奮
闘
を
数
字
的
に
も
裏
付
け
討
。
繰
り
返
す
が
、
原
住
民
は
一
般
的
に

池

高
い
身
体
能
力
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
戦
時
期
と
い
う
状
況
下
で
特
に

日本の理蕃政策と台湾原住民（菊

高
い
評
価
を
受
け
た
。

戦
時
下
の
資
源
開
発
を
目
指
し
て
原
住
民
地
域
の
開
発
、
産
業
資
本
に
よ
る

新
興
産
業
案
が
理
蕃
課
で
熱
心
に
討
論
さ
れ
た
。
民
間
資
本
も
日
本
拓
殖
農
林

の
茶
栽
培
、
繊
維
工
業
の
苧
麻
、
油
桐
、
製
糖
会
社
の
甘
廉
な
ど
の
近
代
工
業

が
進
出
し
て
い
る
。
問
題
は
原
住
民
労
働
力
の
確
保
と
老
蕃
た
ち
が
抱
く
「
縄

張
り
」
意
識
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
解
消
の
た
め
に
、
台
北
州
で
は
高
砂
族
青
年

を
訓
練
し
て
平
地
労
働
を
習
熟
さ
せ
、
比
較
的
賃
金
の
高
い
本
島
人
人
夫
に
代

用
し
、
生
産
コ
ス
ト
を
引
き
下
げ
る
と
同
時
に
、
か
つ
賃
金
労
働
に
よ
り
生
活

を
安
定
さ
せ
る
。

そ
し
て
、
老
蕃
た
ち
が
抱
く
日
本
人
に
よ
る
「
蕃
界
侵
掠
」

の
不
安
解
消
に
あ
り
、
皇
民
精
神
を
錬
成
し
て
原
住
民
地
域
の
治
安
悪
化
を
防

止
す
る
一
石
二
鳥
の
名
案
と
す
る
。
ま
ず
手
始
め
と
し
て
七
月
羅
東
郡
シ
ョ
ウ

ラ
社
に
青
年
道
場
を
開
設
し
、
第
一
回
高
砂
族
中
堅
分
子
を
訓
練
し
た
。
文
山
、

羅
東
、
蘇
襖
三
郡
下
の
原
住
民
地
域
の
百
十
方
里
を
開
放
し
、
蕃
社
三
一
、

三
五
九
戸
、
七
O

四
九
人
に
高
度
国
防
国
家
建
設
の
一
翼
を
担
わ
せ
が
）

O

台
北
州
の
高
砂
青
年
道
場
が
あ
る
羅
東
郡
シ
ョ
ウ
ラ
社
は
宜
蘭
濁
水
渓
を
術

服
す
る
高
台
に
あ
る
。
タ
イ
ヤ
ル
族
ガ
オ
ガ
ン
蕃
（
戸
数
六
九
戸
、
二
一
五
五
人
）

が
農
耕
生
活
を
営
ん
で
い
る
。
本
来
、
渓
頭
蕃
が
占
有
し
て
い
た
が
、
九

三
年
に
土
地
の
肥
沃
さ
に
注
目
し
た
ガ
オ
ガ
ン
蕃
が
新
竹
州
境
を
越
え
続
々
と

移
住
、
渓
頭
蕃
と
可
耕
地
一
甲
歩
に
つ
き
豚
一
頭
か
金
一
八
円
で
交
換
し
た
。

そ
の
後
、
現
地
警
察
官
の
指
導
で
、
二
五
年
水
田
作
り
に
着
手
し
、二
六
年
第

一
回
目
の
水
稲
作
付
を
し
た
。
蕃
社
の
中
心
は
シ
ョ
ウ
ラ
区
警
察
官
駐
在
所
で
、

河
内
警
部
補
以
下
、
巡
査
、
警
手
計
一
O
人
が
お
り
、
蕃
社
の
授
産
、
教
育
、

衛
生
、
社
会
教
化
を
指
導
し
た
。
原
住
民
は
現
地
警
察
官
を
絶
対
的
に
信
頼
し
、

吉
凶
禍
福
一
切
を
駐
在
所
に
持
ち
込
む

。
ま
た
、
警
察
官
の
妻
も
動
員
さ
れ
、

育
児
、
裁
縫
を
教
え
る
。
駐
在
所
の
直
下
に
蕃
童
教
育
所
が
あ
り
、
警
官
二
人

が
本
科
生
（
一
1

四
年
生
）
四
二
人
、
農
業
科
生
（
五
1

六
年
）
一
八
人
を
教

え
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
警
察
は
当
地
に
溶
け
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。
教
育
所
の

運
動
場
に
は
神
社
、
国
旗
掲
揚
柱
が
あ
る
。
衛
生
施
設
と
し
て
は
シ
ョ
ウ
ラ
区
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第 28号

診
療
所
が
あ
り
、
羅
東
か
ら
週

一
回
公
医
が
来
た
結
果
、

肥
大
の
悪
病
も
少
な
く
な
り
、
出
生
率
も
高
ま
っ
た
。

マ
ラ
リ
ア
、
甲
状
腺

人間文化

な
お
、
台
北
州
の
高
砂
青
年
道
場
で
は
四
一
年
七
月
に
道
路
補
修
、
担
送
、

お
よ
び
除
草
、
清
掃
な
ど
一
0
日
間
の
訓
練
を
お
こ
な
っ
た
。
目
的
は
原
住
民

青
年
に
平
地
で
の
勤
労
生
活
に
適
応
さ
せ
、
作
業
を
通
し
て
「
皇
国
精
神
の
錬

成
」
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ま
ず
は
六
月
中
旬
に
豪
雨
で
決
壊
し
た
道
場
の
裏
か

ら
ギ
ユ
ウ
ト
ウ
蕃
社
に
通
じ
る
道
路
補
修
で
あ
っ
た
。
青
年
五O
人
が
五
班
に

分
か
れ
、
一
、
二
、
三
班
は
宜
蘭
濁
水
渓
か
ら
天
秤
棒
で
石
塊
を
運
搬
し
た
。
四
、

五
班
は
整
地
、
石
垣
組
み
を
分
担
し
た
。

四
三
年
三
月
二
日
に
は
、
各
州
庁
か
ら
選
抜
さ
れ
た
全
島
高
砂
族
青
年
時
局

懇
談
会
が
台
北
の
警
察
会
館
で
開
催
さ
れ
た
。
代
表
青
年
三
三
人
の
外
、
学
芸

会
、
相
撲
大
会
な
ど
に
出
場
す
る
原
住
民
青
年
数
十
人
も
出
席
し
、
宮
尾
理
蕃

課
長
ら
全
島
理
蕃
関
係
職
員
の
列
席
の
下
、
荒
木
警
務
局
長
な
ど
の
訓
示
後
、

懇
談
会
に
入
っ
た
。
ま
ず
台
北
州
南
襖
青
年
団
長
の
「
上
野
正
義
」
（
二一
歳
）

が
緊
急
動
議
を
提
出
、
原
住
民
青
年
を
代
表
し
て
陸
海
軍
に
感
謝
電
報
を
出
す

こ
と
を
提
案
し
、
満
場
一
致
の
賛
同
を
得
た
。
そ
の
後
、
新
竹
州
竹
東
郡
ジ
へ

ン
青
年
団
長
の
「
福
田
稔
」
（
二
四
歳
）
な
ど
が
「
大
東
亜
戦
争L
下
に
志
願

兵
応
募
、
「
国
語」
の
普
及
、
貯
蓄
運
動
、
増
産
戦
線
に
蕃
社
の
先
頭
を
切
っ

て
活
躍
す
る
状
況
を
報
告
し
た
。

強
制
移
住
さ
せ
ら
れ
た
ワ
リ
ス
ピ
ホ

（
日
本
名
「
米
川
信
夫
」
、
中
国
名
「
高

成
佳
」
。
タ
イ
ヤ
ル
族
〈
現
在
、セ
デ
ツ
カ
族
〉
・
マ
ホ
ボ
社
、
現
在
の
南
投
県
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仁
愛
郷
・
第
二
次
霧
社
事
件
の
時
は
子
供
で
あ
っ
た
）
に
よ
れ
ば
、川
中
島
に

も
蕃
童
教
育
所
が
建
て
ら
れ
、
警
官
が
教
師
と
し
て
皇
民
化
教
育
を
お
こ
な
っ

た

一
年
通
学
し
た
だ
け
で
あ
る
。
働
か
な
い
と
、
家
族
が
飢
え
る
か
ら
だ
。

川
中
島
神
社
を
建
て
、
朝
夕
参
拝
し
た
。

川
中
島
に
も
青
年
団
が
結
成
さ
れ
、

勤
労
奉
仕
な
ど
を
お
こ
な
っ
た
。
日
本
語
勉
強
会
が
始
ま
っ
た
。
「
山
の
言
葉
」

は
一
切
禁
止
さ
れ
た
。
「
国
語
常
用
運
動
」
が
開
始
さ
れ
、日
本
精
神
を
警
官

か
ら
た
た
き
込
ま
れ
た
。
日
本
語
ば
か
り
使
っ
て
い
る
と
、

日
本
人
に
な
っ
た

気
分
に
な
る
。
慮
溝
橋
事
件
を
契
機
に
青
年
団
は
天
皇
崇
拝
中
心
の
教
育
と

な
っ
た
。

一
九
四
O
年
各
地
の
青
年
団
代
表
が
選
抜
さ
れ
て
勤
労
報
国
隊
と
し

て
＝
一ヵ
月
間
合
宿
し
た
。
主
に
霧
社
管
内
の
青
年
で
「
日
の
丸
」の
鉢
巻
き
を

し
て
六
O
人
が
農
作
業
の
手
伝
い
を
し
た
。
そ
の
頃
に
は
、
霧
社
事
件
や

日

本
に
よ
っ
て
）
父
が
殺
害
さ
れ
た
こ
と
も
忘
れ
て
「
国
」
（
日
本
）

に
役
立
つ

こ
と
し
か
考
え
な
く
な
っ
た
。
鍬
を
両
手
で
握
り
し
め
突
撃
の
訓
練
も
し
た
。

（
河
）

教
育
勅
語
と
軍
人
勅
諭
を
完
全
に
覚
え
る
ま
で
練
習
さ
せ
ら
れ
た
、
と
。

五

観
光
・
映
画
と
「
啓
蒙
」

観
光
・
活
動
写
真
（
映
画

は
、
原
住
民
の
因
習
、
迷
信
な
ど
「
習
性
を
改

め
」
る
こ
と
に
役
立
つ
と
見
な
さ
れ
、
重
視
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
「
開
化
せ
る

社
会
」
を
参
観
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
と
し
、

し
ば
し
ば
日
本
の
都
市
、
工
場
、



池日本の理蕃政策と台湾原住民（菊

台湾原住民の日本内地など観光 （ 1 897- 1929)

年月 管轄庁など 種族 人数 観光 ・ 訪問先

1897,8 大相妓 タイヤJレ・ ブーヌ ン ・ ツオウ 13 長崎・大阪 ・ 東原 ・ 横須賀

1910, 2 阿繰庁 ノ守イワン 24 ロンドン（日英博覧会参加）

1911, 3 桃園庁 タイヤノレ・ツオウ・ノfイワン・アミ 10 神戸・京都 ・ 姫路 ・ 大阪 ・ 小倉など

,9 桃園庁 タイヤルなど 7種族 43 神戸 ・大阪・尽都・名古屋 ・ 東京 ・ 横須賀広島 ・ 八幡など

1912,4 台北庁 タイヤJレ ・ ブヌ ン 53 東尽・ 神戸 ・横須賀など

,IO 台北庁 タイヤル 50 近衛 ・伏見 ・ 名古屋 ・ 大阪 ・広島・小倉の各師団な ど

1918,4 各庁 タイヤル ・ プヌ ン・ツオウ・パイ ワ ン 60 大阪など

1925, 7 花蓮港庁 アミ 15 神戸など（原住民自費）

1928, 4 花蓮港庁 ア ミ 46 神戸など（原住民自費）

1929, 4 新竹庁 タイヤル 23 神戸など（原住民自費）

表 8

「蕃地調査書」 1931年（ワ ）、 『現代史資料 台湾（2) 』（22） 、 みすず書房、 1971年、 454～455頁から作成。

日数は不明である。 1 91 1年 3 月の観光団は「角板山ほか 6蕃社」 と明記されている。 なお、台湾島内の原住
民観光旅行は毎年数回実施されていた。その他、教育所児童などに対して台湾島内の修学旅行も実施された。

出典

船
舶

お
よ
び
観
光
を
実
施
し

て
き

た
。
だ
が
、
観
光
に
は
人

数
に
限
り
が
あ
り
、
帰
宅
後

、

そ
の
見
聞
を
披
露
し
た
と
こ
ろ

で
他
の
者
は
間
接
的
に
し
か
わ

か
ら
ず

そ
の
効
果
は
十
分
で

は
な
い
と

さ
れ
た
。

そ
こ
で

一
九
二
二
年
警
務
局
理
蕃
課
に

活
動
写
真
班
を
設
け
、
各
州
庁

に
映
写
機
を
配
備
、
映
画
に
よ

る

教
化
を
開
始
し
た
。
多
く

の

映
画
を

作
成
、
あ
る
い
は
日
本

内
地
の
フ

ィ
ル
ム
を
購
入
、
各

州
庁
に
配
付
し
、
巡
回
観
覧
さ

せ
た
。

そ
し
て
、
観
光
と
共
に

啓
蒙
に
資
す
る
。
特
に
映
写
は

る老
の幼
で別
広な
くく
啓見
蒙る
でこ
きと
るきが

で
と き

す
る
。

表
8

は
台
湾
原
住
民
の
日
本

内
地
観
光
表
で
あ
る
。
こ

れ
を
見
る
と

、

一
八
九
七
年
か
ら
す
で
に
内
地
観
光

が
開
始
さ

れ
て
い
る
。

一
九
一
O
年
の
ロ

ン
ド
ン
開
催
の
日

英
博
覧
会
を
別
に

す
れ
ば

、

以
下
の
特
徴
が
読
み
と
れ
る
。
最
初
は
船
で
長
崎
に
入
港
し
て
い
た

が
、
そ
の
後
は
ほ
と
ん
ど
が
神
戸入
港
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
種

族
は
タ
イ
ヤ
ル
族
を
主
要
に
ブ
ヌ
ン

ツ
オ
ウ

、

パ
イ
ワ
ン
な
ど
の
各
種
族
が

参
加
し

一
九
一
八
年に
は

参
加
人
数
は
実
に
六
O
人
と
な
っ
て
い
た
。
タ
イ

ヤ
ル
族
な
ど
は
反
抗
精
神
が
旺
盛
な
こ
と

か
ら

、

そ
れ
を
緩
和
さ
せ
る
意
味
も

あ
っ
て
主
要
な
人
員
と
さ
れ
た
も
の
と

見
な
せ
る
。

観
光
・
訪
問
先
は
関
西

関
東
を
主
に
次
第
に
軍
関
係
の
師
団
な
ど
も

訪
問
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
時
期
は
、

横
須
賀
の
場
合

、

軍
港
を
遠
望
さ

せ
て
い
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

九

五

年
か
ら

は
経
費
節
約
の
た
め
か
参
加
原
住
民
の
自
費
と
な
っ
た
。
こ
の

後
、

九
三
六
年
ま
で
は
史
料
的
に
空
白
で
あ
る
が

、

お
そ
ら
く
観
光
は
継
続
さ
せ
て

い
た
の
だ

ろ
う
。
な

お
、
台
湾
島
内
観
光
も
年
数
回
実
施
さ

れ
、

そ
の

他
、
教

育
所
児
童
の
修
学
旅
行
も

実
施
さ
れ
て
い
た
。

一
九
三
六
年
台
中
州
高
砂
族
青
年
団
員
（
タ
イ
ヤ
ル
族

、

プ
ヌ
ン
族
）
四

名
が
「
母
国
」
（日
本
）
の
都
市
、
農
村
視
察
の
た
め
、
台
湾
総
督
府
係
官
引

率
の
下
、
日
本
各
地
を
視
察
し
た
。
台
湾
総
督
府
に
は
、
日
本
海
軍
の
「
偉
容
」

を
認
識
さ
せ
た
い
と
の
希
望
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で

、

四
月

一
五
日
に
横
須
賀
軍

港
見
学
を
日
程
に
組
み
込
ん
問
。
「台中
州
高
砂
族
観
光
団」
名
簿
に
よれ
ば

、

タ
イ
ヤ
ル
族

一
八
名
、
。
フ
ヌ
ン
族三
四
名
の
計
四
二
名
で
、
引
率
者
は
台
湾
総
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督
府
視
学
宮
の
横
尾
広
輔
、
台
中
州
警
一
部
補
鈴
木
章
、
同
巡
査
二
名
な
ど
計
八

人
で
あ
る
。
団
の
構
成
は
団
長
が
「
白
井
三
郎
」
（
東
勢
郡
南
勢
社
、
二
二
歳
）

、

人間文化

副
団
長
「
村
野

一
夫
」
（
新高
郡
パ
ラ
サ
ゴ
ン
社
、
三
一
三
歳
）
で
、
四
班
（
第

一
班
の
み
が

二
二
人
で
、
他
三
班
は
各
九
人
）
に
分
か
れ
る
。
年
齢
は
、
二
O

代
か
ら
三
O
歳
前
後
が
主
だ
が
、
最
高
年
齢
は
五
二
歳
で
、
最
低
年
齢
は
一
七

歳
で
あ
っ
た
。
四
月
一
四
日
か
ら
二

O
日
ま
で
の
日
程
で
、
滞
在
旅
館
は
上
野

駅
南
口
前
の
末
広
館
で
あ
る
。
こ
こ
を
中
心
に
宮
城
や
明
治
神
宮
参
拝
、
靖
国

神
社
・
遊
就
館
・
国
防
館
、
横
須
賀
軍
港
、
農
業
試
験
場
、
渋
谷
で
映
画
、
上

野
公
園
、
内

四
月

一
八

一
九
両
日
は
日
光
と
地
方
農
村
視
察
と
あ
る
。

こ
の
台
中
州
高
砂
族
観
光
団
の
横
須
賀
軍
港
見
学
は
、
「
帰
台
後
多
大
ノ
好

果
ヲ
収
メ
」
た
と
さ
れ
、
翌
年
、
再
度
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
台
北
州

高
砂
族
青
年
団
員
（
す
べ
て
タ
イ
ヤ
ル
族
）
二

一O
人
が
日
本
の
都
市
・
農
村
状

況
視
察
の
た
め
、
台
湾
総
督
府
係
官
の
引
率
の
下
、
各
地
を
視
察
し
て
い
る
が
、

三
七
年
四
月
一
二
日
横
須
賀
軍
港
を
見
学
さ
せ
た
。
引
率
者
は
や
は
り
台
湾
総

督
府
、
治
安
関
係
者
で
あ
り
、
台
湾
総
督
府
警
務
局
理
蕃
課
の
桝
屋
慶
助
、
台

北
州
警
務
部
理
蕃
課
視
学
、
同
巡
査
ら
六
人
で
、
原
住
民三
O
人
を
加
え
る
と
、

計
三
六
人
で
あ
る
。
「
日
程
表
」
を
見
る
と
、
四
月
二
日
基
隆
で
乗
船
、
四
日

門
司
着
。
神
戸
、
大
阪
、
奈
良
、
名
古
屋
な
ど
を
観
光
、
神
社
参
拝
を
お
こ
な
い
、

八
日
東
京
到
着
、
宮
城
参
拝
、
拓
務
省
な
ど
に
挨
拶
、
観
光
（
そ
の
問
、

日
が
横
須
賀
軍
港
参
観
）
し
、
さ
ら
に
京
都
観
光
、
桃
山
御
陵
参
拝
を
お
こ
な
っ

た
後
、
神
戸
で
乗
船
、
別
府
、
大
分
、
熊
本
、

お
よ
び
八
幡
製
鉄
所
を
見
学
。

26 

二
O
日
門
司
出
港
、
二
三
日
基
隆
到
着
と
い
う
二
二
日
間
で
あ
っ
た
。
台
湾
総

督
府
に
よ
る
「
台
北
州
高
砂
族
内
地
観
光
団
員
名
簿
」
に
よ
る
と
、
実
際
は
引

率
者
四
人
、
原
住
民
は
二
八
人
の
計
三
二
人
に
な
っ
た
も
よ
う
で
あ
る
。
団
長

は
「
志
良
三
郎
」
（
女
山
タ
ン
ピ
ア
社
青
年
団
指
導
員
、
三O
歳
）
、
副
団
長
は

「
岸
本
巌
」
（
羅
東
郡
ピ
ヤ
ナ
ン
社
、
三
八
歳
）で
、
八
、
九
人
ず
つ
三
班
に
分

け
ら
れ
た
。
大
渓
社
か
ら
は
パ
ッ
ト
・
ハ
ヨ
ン

（二
七
歳

ら
二
人
が
参
加
し

て
い
る
。
最
高
年
齢
は
三
八
歳
、
最
低
年
齢
は
一
七
歳
で
、
平
均
年
齢
は
二
五

歳
と
す
る
、
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、

一
回
目
よ
り
日
数
も
の
び
、
広
範
囲
と

な
り
、
観
光
も
重
視
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
観
光
を
楽
し
ま
せ
な
が
ら
日
本

の
「
偉
容
」
を
再
認
識
さ
せ
、
抵
抗
心
を
失
わ
せ
る
効
果
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
視
察
・
観
光
と
と
も
に
原
住
民
啓
蒙
の
た
め
に
重
視
さ
れ
た
の

が
映
画
で
あ
る
。
「
南
方
進
出
基
地
」
と
し
て
重
要
性
を
増
し
た
台
湾
で
、
特

に
目
を
ひ
く
の
は
「
戦
ふ
高
砂
族
の
群
像
」
で
あ
り
、
高
砂
義
勇
隊
な
ど
に
示

さ
れ
た
「
勇
壮
な
姿
は
世
界
人
士
の
脳
裏
に
熱
く
や
き
つ
け
ら
れ
た
」
。
台
湾

映
画
協
会
に
設
置
さ
れ
た
「
台
湾
文
化
映
画
製
作
所
」

で
「
栄
光
の
記
録
」
を

「
文
化
映
画
」
と
し
て
撮
影
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。一
一
月
一
九
日
に
は
、
「
広

東
興
亡
史
」
や
「
前
線
の
子
供
」
撮
影
で
有
名
な
木
村
次
郎
が
招
鴨
さ
れ
、
台

北
の
教
育
会
館
に
事
務
所
を
置
き
、
撮
影
準
備
に
と
り
か
か
っ
た
。
こ
の
時
の

映
画
は
高
砂
義
勇
隊
を
中
心
に
前
線
、
お
よ
び
銃
後
の
原
住
民
を
描
く
こ
と
で
、



（
剖
）

「
高
砂
族
につ
い
て
の
怪
し
げ
な
通
念
に
た
い
し
一
矢
む
く
い
るこ
と

も

」
、目

的
の
一
っ
と
す
る
。

「
大
東
亜
戦
争
に
武
勇
の
花を
咲
か
せ
て
い
る
高
砂
族
」
取
材
の
映
画
撮
影

が
活
発
化
す
る
に
つ
れ
、
産
金
道
路
と
し
て
有
名
な
台
中
州
能
高
郡
霧
社
か
ら

桜
を
経
て
富
士
に
至
る
路
線
一
帯
の
風
光
明
娼
な
山
地
が
最
高
の
ロ
ケ
地
と

ょ
っ
：
。

寸
J

ィ
ナ
J

マ
キ
ノ
の
カ
メ
ラ
マ
ン
が
文
化
映
画
「
高
砂
族
」
撮
影
を
桜
中心
に

終
え
た
。

そ
の
後
、
正
月
早
々
に
は
松
竹
大
船
の
清
水
宏
監
督
が
満
映
と
の
共

同
作
品
「
サ
ヨ
ン
の
鐘
」
を
撮
る
た
め
、
女
優
李
香蘭
（
山
口
淑
子
）
は
じ
め
、

総
勢
五
、
六
O
人
が
入
山
し
、
約

一
ヵ
月
間
、
桜
社
中
心
に
予
算
七
O
余
万
円

で
大
が
か
り
な
撮
影
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

す
で
に
一
行
の
宿
泊
所
に
あ
て

る
桜
社
駐
在
所
宿
舎
、
霧
社
警
察
倶
楽
部
は
改
築
を
お
こ
な
い

、
他
方
サ
ヨ
ン

池）

の
衣
装
は
警
察
署
の
斡
旋
で
調製
し
、
高
砂
習
俗
に
造
詣
の
深
い
台
展
審
査
員

の
塩
月
画
伯
が
特
に
彩
管
を
ふ
る

う
な
ど
準
備
を
進
め
て
い
る
。

日本の理蕃政策と台湾原住民（菊

そ
の
他
、
文
化
映
画
「
皇
民高
砂
族
」
撮
影
の
た
め
約

一
ヵ
月
台
湾
に
滞
在

し
て
い
た
春
秋
映
画
会
社
員
の
国
木
田
三
一
郎
、
日本
映
画
科
学
研
究
所
員
の
世

羅
昌

一
は
現
地
撮
影
を
終
え
、一
二
月
二
二
日
神
戸
に
戻
っ
た
。
彼
ら
は
、
「
比

島
パ
タ
ア
ン
半
島
で
皇
軍
の
協
力
戦
士
と
し
て
頑
張
っ
た
高
砂
族
は
日
常
生
活

で
も
全
く
素
朴
な
も
の
だ
。
理
蕃
課
か
ら
積
極
的
な
後
援
を
得
た
の
で
撮
影
も

順
調
に
進
み
、
全
く
皇
民
化
し
て
ゐ
る
彼
ら
の
日

常
は
も
と
よ
り
、

勇
壮
な
土

（
担
）

俗
口
（

一
字
不
明
）
な
ど
余
す
と
こ
ろ
な
く
撮
っ
て来
た
」
と
語
っ
た
。

こ

の
よ
う
に

、

原
住
民
に
と

っ
て
娯
楽
と
も
感
じ
ら
れ
る
先
進
地
域
へ
の
観

光
と
映
画
は
効
果
が
大
き
く
、
原
住
民
の
啓
蒙
教
化
の
二
本
柱
と
な
っ
た
。
観

光
に
関
し
て
い
え
ば
、
毎
年
、
日
本
、
お
よ
び
台
湾
各
地
の
観
光
を
奨
励
し
て

い
る
。
希
望
者
も
増
大
し
、
自

ら
多
額
の
費
用
を
支
出
し

て
い
る
。
映
画
の
効

果
は
観
光
に
及
ば
な
い
と
し

な
が
ら
も

、

教
化
上

、

「
相
当
ノ
実
績
ア
ル
コ
ト

ヲ
認
メ
」
、
台
湾警
察
協
会
の
事
業
と
し
て
実
施
し
て
い
る
。
映
画
の
内
容
は

「
教
化
上
適当
ナ
ル
モ

ノ
ヲ
購
入
」
、ま
た
は

制
作
し
、
各
州
庁
を
巡
回
放
映
さ

せ
た
。

お
わ
り
に

以
上
の
こ
と
か
ら
以
下
の
よ
う
に
い
え
よ
う
。

第
一
に

一
九
三
七
年
七
月
の
塵
溝
橋
事
件
は

一
つ
の
画
期
と
な
り
、
そ
れ

以
降
、
台
湾
原
住
民
に
対
す
る
皇
民
化
政
策
は
一
挙
に
進
み
始
め
た
。
当
然
の

こ
と
な
が
ら
原
住
民
に
は
部
族
意
識
は
あ
る
が
、
国
家
意
識
は
な
か
っ
た
。
そ

う
し
た
原
住
民
に
対
し
て
国
家
意
識
を
つ
け
る
の
は
至
難
の
業
で
あ
っ
た
。
と

は
い
え
、
当
時
の
日
本
に
と

っ
て
幸
い
し
た
の
は

、

む
し
ろ
原
住
民
に
は
反
天

皇
制
、
反
国
家
意
識
も
な
く

、
必
然
的
に
こ
れ

に
関
連
し
た
「
犯
罪
」
も
発
生

し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
部
族
問

、

本
島
人
や
日

本
人
と
の
関
係
な
ど
で

土
地
、
領
域
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
日
本
人
と
の
考
え
方
、
習
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慣
の
相
違
も
あ
り
、
法
令
で
罰
せ
ら
れ
で
も
、
彼
ら
に
と
っ
て
理
解
で
き
な
い
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も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
神
道
・
神
社
信
仰
に
関
し
て
い
え
ば
、
同
じアニ

ミ
ズ
ム
と
し
て
の
共
通
性
を
有
し
て
い
た。
し
た
が
っ
て
、
神
道
に
対
し
て
本

人間文化

島
人
ほ
ど
違
和
感
や
抵
抗
感
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
理
蕃
当
局
の
強
い
指導

の
如
何
に
関
わ
り
な
く
、
原
住
民
自
ら
が
率
先
し
て
創
る
簡
素
な
神
社
も
現
れ

Tこ
第
二
に
、
最
大
の
転
換
は
自
給
自
足
的
な
狩
猟
民
か
ら
農
牧
民
へ
の
強
制
的

転
換
と
い
え
よ
う
。
原
住
民
に
と
っ
て
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
な
転
換
と
も
い
え
る

も
の
で
あ
っ
た
。
銃
の
取
り
上
げ
、
差
し
押
さ
え
は
銃
を
神
聖
、か
つ
生
活
の

重
要
な
一
部
と
考
え
て
い
た
原
住
民
に
と
っ
て
大
き
な
苦
痛
以
外
の
何
も
の
で

も
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
総
督
府
に
と
っ
て
は
対
日
抵
抗
力
を
失
わ
せ
る
と
い

う
意
味
で
大
き
な
核
と
な
る
政
策
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
出
草
」
な
ど

の
蛮
行
を
な
く
す
こ
と
に
一
定
程
度
以
上
、
成
功
し
た
。

だ
が
、
そ
れ
は
同
時

に
日
本
に
よ
る
原
住
民
文
化
の
完
全
否
定
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
日

本
は
「
進
化
」
（
近
代
化
）
と
称
し
た
。の
み
な
ら
ず

一
部
に
原
住
民
自
ら

移
住
希
望
者
・
部
落
も
あ
っ
た
が
、
多
く
は
平
地
へ
の
強
制
移
住
と
い
えるも

の
で
あ
っ
た
。
日
本
は
、
こ
の
移
住
も
「
進
化
」
を
促
し
た
と
称
し
た
が
、
管

理
統
制
強
化
の
み
な
ら
ず
、
実
は
同
時
に
移
住
後
、
国
策
と
し
て
の
山
地

資
源

の
開
発
、
収
奪
を
遂
行
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
上
、

そ
の
開
発
に
は
交
通
、
特
に
道
路
を
必
要
と
し
、そ
れ
も
主
に
原
住
民
青
年
が

動
員
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
物
資
流
通
、
開
発
、
人
的
交
流
が
進
む
に
連
れ
、

貨
幣
経
済
が
不
可
避
的
に
浸
透
し
て
い
き

、
原
住
民
の
伝
統
生
活
は
変
貌
を
余
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儀
な
く
さ
れ
た
。

第
三
に
、
医
療
面
で
は
、
原
住
民
に
は
、
元
来
、
迷
信
的
な
祈
祷
が
あ
っ
た
。

祈
祷
と
医
療
が
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
本
島
人
と
の
接
触
で
漢

方
・
薬
草
な
ど
の
知
識
も
徐
々
に
蓄
積
し
て
い
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
日
本
植
民

地
後
、
警
察
が
お
そ
ら
く
市
販
薬
な
ど
で
あ
ろ

う
が
、
そ
れ
を
与
え
た
。
だ
が

、

原
住
民
の
医
療
に
対
す
る
認
識
が
深
ま
る
に
つ
れ
、
そ
れ
だ
け

で
は
満
足
し
な

く
な
り
、

日
本
人
公
医
が
定
期
的
に
原
住
民
地
域
に
巡
回
し

て
来
る
よ
う
に

な
っ
た
。

の
み
な
ら

ず
、
「原
住
民
に
は
原
住
民
の
医
者
」
と
の
考
え
も
生
ま
れ
、

実
際
に
原
住
民
青
年
の
中
に
は
医
者
を
志
す
者
も
出
現
し
、
公
医
と
し
て
活
動

す
る
こ
と
に
な
る
。
次
い
で
衛
生
面
で
ある
が
、
例
え
ば

マ
ラ
リ
ア
な
ど

を

な
く
す
た
め
に

、
蚊
の
撲
滅
な
ど
を
指
導
し
て
い
る
。
こ

れ
は
、
日

本
統
治
の

功
績
面
に
も
見
え
る

が
、
そ
う
簡
単
な
問
題
で
は
な
く
、

蚊
の
い
な
い
山
地
か

ら
平
地
へ
の
強
制
移
動
に
よ
り
マ
ラ
リ

ア
に

か
か
る
原
住
民
が
増
大
し

た
と

い

う
事
情
も
あ
っ
た
。

第
四
に
、
教
育
は
蕃
童
教
育
所
が
主
要
で
あ
る
が
、
教育
熱
は
高
ま
っ
て
い

つ

た
。
た
だ
し
四
年
制
で
あ
り
、
本
島
人
と
の
学
力
差
を
埋
め
ら

れ
ず
、
義
務
教

育
制
へ
の
移
行
に
伴
い
、
理
蕃
当
局
か
ら
も
六
年
制
へ
の
意
向
が
強
ま
っ
た
。

元
来
、
教
師
役
は
当
地
の
日
本
人
警
察
で

い
わ
ば
治
安
と
、

教
育
を
通
じ
て

人
間
関
係
の
構
築
を
目
指
し
た
と
い
え
よ
う
。

だ
が
、
警
察
は
教
育
面
で
は
素



人
で
あ
る
。
六
年
制
へ
の
移
行
に
伴
い
、
師
範
学
校
卒
の
正
規
の
教
師
が
不
可

欠
と
の
認
識
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
上
級
学
校
へ
の
進
学者
も
で
て
き
た
。

こ
う

し
て
日

本
に
意
の
沿
う
原
住
民
の
育
成
が
図
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が

、

当

然
の
こ
と
な
が
ら
現
地
に
立
脚
し
た
農
業
中
心
に
各
種
の
人
材
育
成
と
い
う
面

で
意
義
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
語
普
及
に
は
皇
民
化
の
一
環
と
し

て
全
力
が
尽
く
さ
れ
て
お
り

、

教
育
所
の
み
な
ら
ず
、
青
年
団
、
家
庭
で
も
使

用
さ
せ
、
表
彰
も
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に日
本
語
普
及
は
多
面
的
に
展
開
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
台
湾
原
住
民
を
一
ま
と
め
に
し
て
日
本
の
国策

に
従
わ
せ
る
効
果
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
日
本
語
普
及
が
大
き
く
前
進
し
た

か
に
も
見
え
る
が
、
実
際
は
日
本
語
の
単
語
二0
1
三
O
語
程
度
で
も
会
話
で

き
る
と
の
甘
い
評
価
基
準
で
あ
っ
た
。
こ
の
政
策
は
上
述
の
如
く
限
界
が
多
い

池

が
、
唯
一
意
義
を
あ
げ
る
と
し
た
ら
、
各
言
語
を
使
用
し
て
い
た
台
湾
各
種

族

日本の理蕃政策と台湾原住民（菊

間
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
不
要
な
乳

聴
を
解
消
し
、
台
湾
各
原
住
民
同
士
が
一
堂
に
会
し
、
融
和
を
図
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る

。

そ
の
他
、
い
わ
ゆ
る
娯
楽
と
結
び
つ
け
た
形
で
い
わ
ば
楽
し
ま
せ
な
が
ら

皇
民
化
す
る
形
態
と
し
て
は
、
台
湾
内
外
の
観
光
や
映
画
が
あ
げ
ら
れ
る
。
観

光
・
視
察
で
重
要
な
も
の
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
横
須賀軍
港
視
察
が
あ
げ
ら

れ
よ
う
。
ま
た
、
例
え
ば
、国
策
映
画

「
サ
ヨ
ン
の
鐘」
の
主
演
女
優
は
李
香

蘭
と
は
い
え
、
多
く
の
当
地
の
原
住
民
が
出
演
し
、
そ
の意
味
で
原
住
民
に
と
っ

て
映
画
は
驚
き
で
あ
っ
た
と
と
も

に
、

あ
る
意
味
で
嬉
し
く

、

か
つ
楽
し
い
も

の
で
あ
っ
た
に

相
違
な
い
。
こ
う
し

て
、
原
住
民
は
知
ら
ず
知
ら
ず
に
日
本
の

国
策
に
飲
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な

る
。

言主（l
）
台
湾
原
住
民
に
対
す
る
理
蕃
政
策
に
焦
点
を

絞
っ
た
研
究
は
日
本
では
少
な

ぃ
。
だ
が
、
日
本
で
も
台
湾
植
民
地
関
連
研
究
は
あ

る
。
①
台
湾
史
研
究部
会
編

『
日
本
統
治
下台
湾
の
支
配
と
展
開
』
、
中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
、
二
O
O
四

年
は
論
文
集
で
あ
り
、
檎山
幸
夫
「
台
湾
統
治
基
本
法
と
外地
統
治
機
構
の
形
成
」
、

柏
木
一
朗
「
明
治
三
O
年
前
後
の
台
湾
の
郵
政
事
業
と
治
安
問
題
」
、
本康
宏
「
台

湾
に
お
け
る
軍
事
的
統
合
の
諸
前
提
」
な
ど
が
所
収
さ
れ
て
い
る
が

、

理
蕃
政
策

を
と
り
あ
げ
て
い
な
い

。
②
文
士
口
盛
清
『
日

本
植
民
地
下
の
台
湾
と
沖
縄
』
沖
縄

あ
き
書
房
一
、一九
九
O
年
は
台
湾
と
沖
縄
の
関
係
を
考
察
す
る
際
、参
考
に
な
る
。

③
劉
鳳
翰
『
日
軍在
台
湾
一
八
九

五
年
至
一
九
四
五
年
的
軍
事
措
施
与
主
要
活

動
｜
』
（
上
）
（下
）
、
国
史
館
、
一
九
九
七
年
は
日
本
軍
統
治
下
の
台
湾
全
体
を

論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
部
で
原
住
民
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
台
湾
在
住
の
③

藤
井
志
津
枝
は
理
蕃
事
業
に
関
し
て
著書
・

論
文
を
精
力
的
に
発
表
し

て
い
る
。

著
書
『
理
蕃
・
・日
本
治
理
台
湾
的
計
策L
文
英
堂
、
一
九
九
七
年
、
論
文
「
日

擦

時
期
佐
久
間
総
督
的
理
番
事
業
」
『台
湾
文
献
』
紀
念
輯
、

一
九
八
八
年
、
「
児
玉

総
督
時
期
的
台
湾
原
住
民
政
策
」
『
台
湾
史
学術
研
討
会
論
文集
』
第
一
輯
、
同
年
、

「
日
擦
時
期
的
理
番
政
策
論
生
活
改
造
問
題
｜」
『
台湾
史
研
究
竪
史
蹟
維
護
研

討
会
』
成
功
大
学
歴
史
系
、
一
九
九
O
年
な
ど
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
主
要
に
日
本

植
民
地
初
期
の
理
蕃
政
策
に
着
目
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
本
稿
は
戦
時
期
か

ら
日
本
植
民
地
末期
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
理
蕃
政
策
に
対
し
て
総督
府
の
み
な
ら
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第28号

ず
原
住
民
の
視
点
か
ら
論
じ

る
。
な
お
、
本
稿
は
「
戦
中
戦
後
に
お
け
る
北
部
タ

イ
ヤ
ル
族
の
動
態
研
究
」
の

一
環
で
あ
る
。

（2
）
森
岡
二
朗
（
台
湾
総
督
府
総
務
長
官
）
「
時
局
下
の
台
湾
」
、
台
湾
警
察
協
会
之
口

湾
警
察
時
報
』
第
二
六
三
号

、

一
九
三
七
年

一
O
月
号
。
な
お
、
外
務
省
外
交
史

料
館
B
A
1
5
1
0
1
0
1
0

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
ター
c
0
5

1
1

0

6
9
9
9
0
0

）
、
台
湾
総
督
府
「
台
湾
在
住
民
ノ
政
治
処
遇
調
査
ニ
関
ス
ル
資

料
」
一
九
四
四
年
（
？
）
、
一
二
八
頁
に
よ
れ
ば
、
台
湾
在
住
「
内
地
人
」
数
二

九
四
O
年
一
O
月

一
日
現
在
）
は
、
男
が
二
ハ
万

一
九
＝
一四
人
、
女
が
一
五
万
O

五
五
二
人
で
計
二
二
万
二
三
八
六
人
と
あ
る
。

（3
）
台
湾
総
督
府
編
『
台
湾
統
治
概
要
』

一
九
四
五
年
、
【
復
刻
版
】
原
書
房
、

一
九
七
三
年
、
八
六
頁
。

（4
）
『
台
湾
統
治
概
要
』
八
七1
八
八
頁
。

（5
）
『
台
湾
統
治
概
要
』
八
八
1

八
九
頁
。

（6
）
英
彦
山

（
新
竹
）
「
浅
慮
の
一
失
」
『
理
蕃
の
友
』

第
三
年
五
月
号
、

一
九
三

四
年
五
月
一
日
。

（7
）
（8
）
（9
）
（
叩
）
宮
尾
五
郎
（
警
務
局
理
蕃
課
長
）
「
高
砂
族
の
犯
罪
と
防

犯
L
、
台
湾
警
察
協
会
『
台
湾
警
察
時
報
』
第二
六
九
号
、
一
九
三
八
年
四
月
号
。

（
日
）
外
務
省
外
交
史
料
館B
1
A
5
0
0
1
0

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン

タ
I

C
0
5

1
1

0
6
9
9
9
0
0

）
、
台
湾
総
督
府
「
台
湾
在
住
民
ノ
政
治
処

遇
調
査
一
一
関
ス
ル
資
料
」一
九
四
四
年
（
？
）
、
一
三
五
頁
。

（
ロ
）
「
竹
田
宮
大
妃
殿
下
を
迎
へ
奉
り
て
」
、
台
湾
総
督
府
臨
時
情
報
部
『
部
報
』

第
三

一
号
、
一
九
三
八
年
七
月

一
一
日
、

三
、
四
六
1

四
七
頁
。

（
日
）
今
村
孤
舟
（
新
竹州
）
「
高
砂
族
進
化
の
現
段
階
と
志
願
兵
制
度
」
『
台
湾
警

察
時
報
』
一
三
五
号
、
一
九
四
二
年
二
月
号
。

（
は
）
「
誌
友
論
壇
」
に
掲
載
さ
れ
た
灰
面
坊
（
扉
東
）
「
蕃
地
に
神
社
を
建
て
よ
」
『
台

人間文化

湾
警
察
協
会
雑
誌
』
第

一
四
八
号
、
一
九
三
九
年
一
O
月
号
。

（
日
）
「
蕃
人
の
創
意
に
成
る
日
蕃
合
紀
の
神
洞
」
『
理
蕃
の
友
』
第
二
年
四
月
号
、

一
九
三
三
年
四
月

一
日
。

（
日
）
「
阿
里山
蕃
社
で
美
し
い
神
前
結
婚
」
『
大
阪
朝
日
新
聞
台
湾
版
』
一
九

四
O
年
七
月
二
三
目
。

（
口
）
林
進
発
『
台
湾
統
治
史
』
民
衆
公
論
社
、
一
九三
五
年
、
三

一
六
頁
。

（
時
）
「
高
砂
族
を
一
人
前
の
生
産
人
と
し
て
指
導
、
平
地
に
移
住
、
経
済
生
活
へ

｜

理
蕃
政
策
｜
」
『
大
阪
朝
日
新
聞
台
湾
版
』

一
九
三
九
年
四
月
一
八
日
。

（
悶
）
『
台
湾
統
治
概
要
』
一O
O
頁
。

（
却
）
『
台
湾
統
治
概
要
』一
O

一
頁
。

（
幻
）
『
台
湾
統
治
概
要
』一
O

一1

一
O
二
頁
。

（
辺
）
『
台
湾
統
治
概
要
』
一O

一
一1

一
O
三
頁
。

（
お
）
「
蕃
地
調
査
書
」

一
九
一三
年

（
？
）
、
『
現
代
史
資
料
｜
台
湾
（
2

）
』

み
す
ず
書
房
、
一
九
七

一
年
、
四
五
八
頁
。

（M
）
『
理
蕃
の
友
』
第
三
年
一
一
月
号
、
一
九
三
四
年
一
一
月

一
日
、
三
1

四
頁
。

（
お
）
『
台
湾
統
治
概
要』
一
O
四
頁
。

（
お
）
『
台
湾
統
治
概
要
』一
O
四
頁
。

（
幻
）
『
台
湾
統
治
概
要
』一
O
四
1

一
O
五
頁
。

（
お
）
『
台
湾
統
治
概
要
』一O
五
頁
。

（
却
）
（
初
）
「
台
湾
の山
開
放
、
来
年
か
ら
ま
ず
基
礎
調
査
」
『
朝
日
新
聞
台
湾

版
｜
』
一
九
四
O
年
一
O
月
二
七
日
。

（
訂
）
『
台
湾
統
治
概
要
』一
O
五
1

一
O
六
頁
。

（
犯
）
「
一
社
を
あ
げ
て
増
産
陣
に
、
台
中
州
下
の
高
砂
族
が
感
謝
の
秋
」
『
朝
日

新

聞
！
台
湾
版
｜
』

一
九
四
二
年

一
O
月
二
日
。

（
お
）
「
理
蕃
な
き
理
蕃
へ
理
蕃
諜
中
村
氏
に
訊
く
｜
」
『
朝
日
新
聞
台
湾
版
』 30 



池

一
九
四
一
年
二
月

二
七
日
。

（
斜
）
竹
越
与
三
郎
『
台
湾
統
治
士
山
』
博
文
館
、一九
O
五
年

（
南天
童日
局
復
刻
版
、

一
九
九
七
年
）
三
五
0
1
三
五
二
貝
。

（
お
）
竹
越
与
三
郎
、
同
前
、三
五
五
1

三
五
六
頁
。

（
お
）
竹
越
与
三
郎
、
同
前
、
三
四
八
1

三
五
O
頁
。

（
幻
）
前
掲
「
蕃
地
調
査
室
田
」
四
六
三
1

四
六
五
頁
。

（
お
）
『
台
湾
統
治
概
要
』
一
O
七
頁
。

（
ぬ
）
「『
産
金
』
の
刺
激
か
ら
高
砂
族
を
擁
護
す
、
労
力
動
員
に
頗
る
慎
重
」
『
大

阪
朝
日
新
聞
｜
台
湾
版
｜
』

一
九
四
O
年
六
月
四
日
。

（
必
）
「
高
砂
族
青
年
も
協
力
、
タ
ロ
コ
峡
の
産金
道
路
開
撃
に
」
『
朝
日
新
聞｜
台

湾
版
｜
』
一
九
四

一
年
三
月
二
七
日
。

（
引
）
「
タ
ツ
キ
リ
渓
を
拓
く
、
高
砂
族
青
年
四
百
の
決
死
的奉
仕
」
『
朝
日
新
聞
！

台
湾
版
｜
』
一
九
四

一
年
四
月

一
三
日
。

（
位
）
石
橋
孝
『
旧
植
民
地
の
落
し
子
・
台
湾
「
高
砂
義
勇
隊
」
は
今
』
創
思
社
、

一
九
九
二
年
、
二
四
六
頁
。

（
必
）
「
蕃
界
か
ら
も
徴
税
、
総
督
府
準
備
に
着手
」
『
朝
日
新
聞｜
台
湾
版
l

』

一

九
四
一
年
六
月
二
二
日
。

（M
H）
『
台
湾
統
治
概
要
』
一
O
七
1

一
O
八
頁
。

（
必
）
『
台
湾
統
治
概
要
』
一O
八
1

一
O
九
頁
。

（
必
）
「
高
砂
青
年
の
奮
起
、
登
場
し
た
初
の
お
医
者
」
『
朝
日
新
聞
台
湾
版
』

一
九
四
二
年
一
一
月

三
目
。

（
幻
）
「
生
活
が
生
む
特
異
性
飛
ぶ
鳥
も
落
す
ほ
ど
の
石
投
げ
」
『
朝
日
新
聞
｜

台
湾
版
｜
』

一
九
四

一
年
八
月
五
日
。

（
必
）
『
台
湾
統
治
概
要
』一
O
八
1

一
O
九
頁
。
な
お
、
地
名
も
日
本
人
に
分
か

り
易
く
変
更
さ
れ
て
い
る
。
高
雄
州
は

一
O
三
蕃
社
で
、
台
湾
全
島
原
住
民
人
口

日本の理蕃政策と台湾原住民（菊

の
三
分
の
一
を
占
め
る
三
万
二

一O
O
O
人
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
高
雄
州
理
蕃
課
は

全
蕃
社
の
改
名
を
終
了
し
、
総
督
府
当
局
に
送
付
し
た
。
例
え
ば
、
①
呼
称
に
漢

字
を
当
て
は
め
た
も
の
｜

一
九
三
三
年
春
、
ラ
ホ
ア
ル
頭
目
以
下
、
「
太
陽
東
よ

り

出
づ
る
問
は
官
命
を
奉
ず
」
と
高
砂
族
最
後
の
帰
順
を
し
た
旗山
郡
タ
マ
ホ
社

が
「
玉
穂
村
」
、
潮
州
郡
ラ
イ
社
が
「
雷
社
村
」
、
恒
春
の
ボ
タ
ン
社
が
「
牡
丹
村
」

に
改
め
ら
れ
た
。
②
伝
説
や
地
形
か
ら
名
づ
け
た
も
の
男
岩
・
女
岩
か
ら
生
ま

れ
た
と
信
じ
る
ア
デ
ル
社
は
「
石
生
村
」
、
温
泉
で
有
名
な
ト
ナ
社
は
「
温
泉
村
」
、

日
の
出
が
拝
め
る
マ
ク
ス
社
は
「
朝
日
村
」
に
改
名
さ
れ
て
い
る
（
「
呼
び
易
い

日

本
名
で
、
高
雄
州
下
の
百
三
蕃
社
を
改
称
」
『
朝
日
新
聞
｜
台
湾
版
』

一
九

四
一
年
九
月
二
七
日
）
。

（
羽
）
「『
高
砂
族
皇
民
会
』
花
蓮
庁
下
を

一
丸
と
し
て
近
く
盛
大
な
発
会
式
」
『
大

阪
朝
日
新
聞
i

台
湾
版
｜
』
一
九
三
八
年

一
O
月
一
一
一
一
日
。

（
印
）
（
日
）
「
理
蕃
に
最
後
的
前
進
、
自
治
制
度
を
規
定
、
高
砂
族
自
治
会
（
仮
称
）

会
則
成
る
」
『
大
阪
朝
日
新
聞
台
湾
版
』

一
九
三
九
年
五
月

一
四
日
。

（
臼
）
「
高
砂
族
の
自
助
会
設
立
方
を
通
牒
」
『
大
阪
朝
日
新
聞
台
湾
版
｜
』
一
九

三
九
年
六
月
三
日
。

（
臼
）
「
高
砂
族
の
変
革
期
、
理
蕃
課
で
指
導
方
針
を
決
め
青
年
の
訓
育
に
あ
た
る
」

『
大
阪
朝
日
新
聞
台
湾
版

』

一
九
三
九
年
六
月

一
六
日
。

（
日
）
「蕃
社
に
生
活
刷
新
運
動
、
既
に
三
百
近
い
自
助
会
結
成
」
『
朝
日
新
聞
台

湾
版
｜
』
一
九
四
O
年
一
O
月
二
七
日
。

（
日
）
前
掲
「
理
蕃
な
き
理蕃
へ
理
蕃
課
中
村
氏
に
訊
〈
｜
」
。

（
関
）
林
え
い
だ
い
『
証
言
高
砂
義
勇
隊
』
草
風
館
、
一
九
九
八
年
、
一
七
三
1

一
七
四
頁
。

（
貯
）
「
蕃
社
で
開
い
た
初
の
常
会
、
達
者
な
国
語
で
盛
ん
に
下
意
上
達
」
『
朝
日
新

聞
｜
台
湾
版
｜
』
一
九
四

一
年
九
月
七
日
。
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（
回
）
泉
軍
蔵
（
大
渓
郡
ウ
ラ
イ
）
「
タ
イ
ヤ
ル
、
祖
霊
に
額
づ
く
」
『
理
蕃
の
友
』

第
三
年
五
月
号
、
一
九
三
四
年
五
月

一
日
。

（
印
）
今
村
孤
舟
、
前
掲
論
文
。

（
印
）
「
高
砂
族
の
進出
著
し
、
東
部
両
庁
街
庄
協
議
会
員
選
挙
」
『
朝
日
新
聞
｜
台

湾
版
』

一
九
四

一
年
一
一
月

二
六
日
。

（
引
）
『
台
湾
統
治
概
要
』
八
七
、
八
九1
九
O
頁
。

（
臼
）
『
台
湾
統
治
概
要
』
九O
頁
。

（
臼
）
前
掲
「
理
蕃
な
き
理
蕃
へ
理
蕃
課
中
村
氏
に
訊
く
｜

」
。

（
倒
）
『
台
湾
統
治
概
要
』
九
七
頁
。

（
伍
）
『
台
湾
統
治
概
要
』
九
七I
九
八
頁
。

（ω
）
「
高
砂
族
の
子
弟
に
六
年
制
の
公
学
校
蕃
地
の
教
育
を
刷
新
」
『
大
阪
朝

日
新
聞
1

台
湾
版
』

一
九
四
O
年
七
月

一
九
日
。

（
釘
）
「
高
砂
族
の
奉
祝
大
会
」
『
朝
日
新
聞
台
湾
版
』

一
九
四
O
年

一
一
月
一

四
日
。

（
槌
）
「
高
砂
族
青
年
の
大
会
島
都
・
台
北
に
集
っ
て
国
語
で
体
験
発表
」
『
朝
日

新
聞
台
湾
版
｜
』

一
九
四
一
年
二
月

一
四
日
。

（ω
）
「
高
砂
族
青
年
の
持
つ
敢
闘
の
精
神
」
『
朝
日
新
聞｜
台
湾
版
』

一
九
四

一

年
九
月
二
六
日
。

（
初
）
「
蕃
社
の
相
撲
熱
心
、
指
導
者
の
千
年
川
氏
感
激
」
『
朝
日
新
聞
台
湾
版
』

一
九
四
一
年
一
一
月

二
六
日
。

（れ
）
「
断
然
高
砂
族
が
一
位
、
全
在
島
民
も
漸
向上
の
見
込
」
『
朝
日
新
聞
台
湾

版
i

』
一
九
四
二
年
一
二
月

一
五
日
。

（η
）
（
口
）
「
蕃
地
も
増
産
陣
営
に
、
台
北
州
高
砂
青
年
道
場
で
訓
練
」
『
朝
日

新

間
台
湾
版

L

一
九
四
一
年
七
月

一
四
日
。

（
社
）
「
山
の
勇
士
も
面
食
ふ
」
『
朝
日
新
聞
台
湾
版｜
』

一
九
四

一
年
七
月
一
四

人間文化

日
（
お
）
「
山
の
青
年
大
会
開
く
、
代
表
互
に
感
激
の
交
躍
し
『
朝
日
新
聞
｜
台
湾
版
』

一
九
四
二
年
三
月
六
日
。

（
苅
）
林
え
い
だ
い
『
証
言
高
砂
義
勇
隊
』
草
風
館
、
一
九
九
八
年
、
一
一
一
1

一
一
二
、
一
二
七
1

一
二
八
頁
。

（π
）
前
掲
「
蕃
地
調
査
書
」
四
五
四
頁
。

（
花
）
防
衛
省
防
衛
研
究
所
所
蔵S
1
1
7
3
5
0
5
5

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料

セ
ン
タ
ー

c
0
5
0
3
4
8
6
9
5
0
0

）
拓
務
省
管
理
局
警
務
課
長
赤
木
親
之

↓
海
軍
省
松
永
副
官
「
高
砂
族
ノ
横
須
賀
軍
港
見
学
希
望
ニ
関
ス
ル
件
」一
九
三

六
年
四
月
九
日
、
海
軍
省
「
観
覧
許
可
控
高
砂
族
の
横
須
賀
軍
港
見
学
希
望
に

関
す
る
件
」

一
九
三
六
年
四
月
。

（
乃
）
防
衛
省
防
衛
研
究
所
所
蔵S
1
2
6
5
5
2
3
0

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料

セ
ン
タ
ー

c
0
5
1
1
0
8
0
1
2
0
0

）
拓
務
省
管
理
局
警
務
課
長
↓
海
軍
省

副
官
「
高
砂
族
ノ
横
須
賀
軍
港
見
学
希
望
ニ
関
ス
ル
件
」一
九
三
七
年
四
月
七
日
。

な
お
、
「
途
中案
内
ノ
為
、
軍
事
普
及
部
ヨ
リ
下
士
官

一
名
同
行
」
（
横
須
賀
鎮
守

府
副
官
↓
横
須
賀
警
備
戦
隊
参
謀
等
「
高
砂
族
見
学
順
序
ノ
件
通
知
」一九
三
七

年
四
月
一
O
目
、
（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ーc
0
5
1
1
0
6
9
9
9
0
0

）
、

と
あ
る
。

（
加
）
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「
戦
ふ
高
砂
族
の
群
像
、
台
湾
か
ら
初
の
文
化
映
画
」
『
朝
日
新
聞
｜
台
湾
版

』

一
九
四
二
年
一
一
月
五
日
。

（
別
）
「
銀
幕
に
咲
く
『
サ
ヨ
ン
の
鐘
』
、
来
春
現
地
で
高
砂
族
を
映
画
化
」
『
朝

日

新
聞
台
湾
版
｜
』

一
九
四
二
年

一
二
月
二
四
日
。

（
但
）
「
『皇
民
高
砂
族
』
を
撮
る
、
国
木
田
、
世
羅
両
氏
帰
神
し
て
語
る
」
『
朝
日

新
聞
｜
台
湾
版
｜
』

一
九
四
二
年
一
二
月

二
四
日
。

（
出
）
『
台
湾
統
治
概
要
』
九
九
頁
。




